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1.専攻及び教育コース、研究指導、履修方法、修了要件、学位

1-1 教育の理念

宮崎大学大学院農学工学総合研究科は、農学と工学の学問的背景と連携協力の実績を踏ま

えて、農学と工学が連携・融合した教育研究領域の深化を図り、広範な知識に基づいた総

合的判断力と高度な研究能力を備え、技術・知識基盤社会の形成に資する高度専門技術を

修得できる大学院教育を行う。

1-2 教育目標

宮崎大学農学工学総合研究科博士後期課程では 21世紀の喫緊の課題である低環境負

荷・持続型生産システムの構築、持続型地域社会が必要とする社会基盤の保全、動植物

及び微生物の機能を活かした新規機能性食品の開発、地域バイオマス資源の有用物質へ

の変換、ナノテクノロジーを応用した機能性材料の創生、自然共生型エネルギーの活用

とその変換技術、省エネルギー化・高度情報化された生産技術の開発、高度なソフトウ

エアを活用した情報処理システムの構築等の課題解決に貢献できる人材を育成すると

ともに、社会人や留学生を積極的に受け入れ、地域産業界との連携及び国際的教育を行

フ。

カリキュラムポリシー

宮崎大学大学院農学工学総合研究科では、国際的に評価される深い専門性と高い倫理

観を身につけた博士を養成するために、以下の方針に沿ってカリキュラムを編成する。

l 農学と工学の学際的な知識を備え、それらを総合的に活用できる科目の設置

2 研究者・高度専門技術者として高い倫理観を修得する科目の設置

3.高度な専門的知識を学ぶ科目の設置

4. 高度専門技術者の立場から充分にコミュニケーションできる能力を習得する科目

の設置

5.学術論文を作成する能力を養成する科目の設置

ディプロマポリシー

宮崎大学大学院農学工学総合研究科では、所定の期間在籍し、所定の単位を修得し、

以下の能力を身につけた上で、博士論文の審査及び最終試験に合格した者に、学位(博

士号)を授与する。

1.農学と工学の学際的な知識を備え、それらを総合的に活用できる能力

2.研究者・高度専門技術者として高い倫理観を備え、総合的な判断ができる能力

3.高度な専門性の知識を有して、それを活用できる能力

4. 国際学会等で高度専門技術者の立場から充分にコミュニケーションできる能力

5.計画的に研究を進め、それをまとめる能力

l 



1-3 専攻及び教育コース

専
教育コース 教育研究内容

攻

農林畜産業から生み出されるバイオマス資源、を活用したエネルギ

一問題の解決と資源循環型地域社会の創出、森林を中心とした豊か

な自然と豊富な生物資源の利活用による C02濃度上昇抑制、水源酒
環境共生科学 養、環境修復技術、防災機能の強化、快適な地域都市空間の創出な

教育コース どの環境問題に対応するために、農学と工学が連携・融合した学際・

総合的な教育研究を行う。また、持続型社会の構築を目指して、自

然や生態系と調和・共生するために必要な理論や技術・方法論など

を教授する。

生物資源の有効利用、開発と適正管理による持続型生産科学技術

に関する教育研究を行う。そのため植物生産科学、動物生産科学及

び農業環境工学分野が連携し、総合的な農学教育研究を通して、持
持続生産科学 続生産に係わる動植物生産の解析・制御、動植物資源の利活用、動

教育コース 植物機能の開発・向上、病害虫の制御、動植物の生理機能の解析、

動植物生産過程での生態系の動態解明、及び農業生産の環境整備と

機械化・装置化を通じて、持続型生産システムの開発に対応できる

教育研究を行う。

動植物や微生物の持つ生命機能を活用して食と健康・生物資源・

環境を包括的に捉え、生化学・遺伝子工学・生物工学・食品機能科

学などについての教育研究を行う。微生物が有する潜在機能を開発

生 生命機能科学 し、環境汚染物質の分解や地域ノ〈イオマス資源の有用物質への変換

機物 教育コース
について分子レベルから培養工学の分野まで、農学と工学が連携し

て教育する。また、地域の食品が持つ機能性評価システムの構築や、

応能 機能性物質の検索システムの開発に関する教育を行い、これら食品

用 中の機能性物質に対する生体調節機構や解毒代謝を細胞レベルでの

科攻学専

解明に関する教育へと発展させた教育を行う。

水生生物を利用した有効物質の探索、食品の開発、有効微生物の

探索と応用、水産資源の管理に関わる、水域生物の生態系及び遺伝
水域生物科学 学的解析、水産増養殖に関しての教育研究を行う。この分野では、

教育コース 人聞社会と水域環境との関わりから生ずる環境問題、資源管理、生

態系の保全、食料問題を水産科学的に捉える必要があり、水域生物

に関わる課題に対応できる教育研究を行う。

物質
環境調和・循環型の機能性材料の創生及びエネルギーの変換・解

析などについて教育研究を行う。そのため、化学・電気工学・材料

報情
新材料エネル 工学が連携して、ナノオーダーで制御された機能性材料の創生及び

ギー工学教育
新型薄膜半導体製造及ひ吉平価技術、太陽電池・燃料電池等の自然共

工 生型エネルギーの高効率変換システムの開発などの課題に対応する

攻学専
コース 教育研究を行う。さらに、ハドロン物理学や原子物理学・天体物理

学を基盤とする高エネルギー粒子(素粒子・ X 線・レーザー・プラ

ズマ等)のエネルギ一計測及び解析に関わる教育研究を行う。
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生産技術の省エネルギー化及び両度情報化について教育研究を行

う。そのため、機械工学と情報工学を緊密に連携させ、生産工学・

生産工学 振動工学・流体工学に基づいた計調IJ・制御システムの開発、超微細・

教育コース
高品質の機械加工技術及び環境負荷を考慮した構造材料の開発・生 l

産技術に対応した教育研究を行う。また、情報ネットワーク技術・

物質 ソフトウエア技術・数理工学手法に基づいた生産情報の知的管理等

情報
の課題に対応できる教育研究を行う。

高度な情報処理技術と知識を体得し、数理モデルの構築と解法、

工 アルゴリズムとソフトウェアに関する教育研究を行う。そのため、

攻学専
農学、生物学、及び情報科学が連携したバイオインフォマティクス

数理情報工学 によって、医用情報の管理及びグノムが内包する情報の解明や食品

教育コース
が有する機能性(健康維持や抗ウィルス性)の解明と予測に対応した

教育研究を行う。また、分子モデリングの理論開発、複雑な非線形

現象のモデル化・解析・シミュレーション、情報通信・集積回路の

解析・設計、自己修復型コンピュータシステム開発などの課題に対

応できる教育研究を行う。

1-4 研究指導の方法

主指導教員 1名及び副指導教員 2名以上が、履修指導及び研究指導を行います。学生は、

主指導教員及び副指導教員の研究指導に基づき研究計画を策定し、その研究計画に従って

実験や理論を展開し、研究論文を作成します。

1-5 履修の方法

基礎科目群(必修・ 3単位)、研究基盤科目群(選択・ 4単位以上)、特別研究(必修・

5単位)計 12単位以上を取得する。

科 目 群 開講科 目 等

基礎科目群 研究者倫理(1単位必修)

(3単位) 環境倫理、生命倫理、技術者倫理の内容について行う講義を履修する。

専攻必修講義(2単位 必修)

教育コース毎に設定された科目ー科目(2単位)を履修する。

①環境共生科学教育コース 資源環境共生科学(融合科目)

②持続生産科学教育コース 持続生産科学(融合科目)

③生命機能科学教育コース 生命機能利用学(融合科目)

④水域生物科学教育コース 水域生物科学(融合科目)

⑤新材料エネルギ】工学教育コース エネノレギ一変換論(融合科目)

⑥⑦数生産理情工学報教工学育教コー育スコース 設計生産システム論(融合科目)
l数理情報工学論(融合科目)
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研究基盤科目群|専攻選択講義(選択)

(4単位以上)

特別研究

(5単位)

1-6 履修手続

教育コースが認める専攻選択講義から 2科目以上を選択する。ただ

し、主指導教員担当の講義 1科目を含むものとする。

学生は主指導教員及び副指導教員の研究指導に従い、研究計画を策

定し、調査・研究・発表等を通じて学位論文を仕上げる。

沼環境共生科学教育コース i環境共生科学特別研究

1<2:持続生産科学教育コース |持続生産科学特別研究

@生命機能科学教育コース 生命機能科学特別研究

④水域生物科学教育コース 水域生物科学特別研究

⑤新材料エネレキ~工学教育コース 川野材料エネ昨日工学特別研究 l 

e生産工学教育コース 日主産工学特別研究 | 

el数理情報工学教育コース は生理情報工学特別研究 | 

学生は、主指導教員及び副指導教員の研究指導に基づき研究計画を策

定し、その研究計画に従って実験や理論を展開し、研究論文を作成する。

特別研究では、指導教員は学生に対して以下の指導を行う。

第 1段階では、研究テーマと直接関係した文献調査、研究テーマと関

連する研究領域の動向・将来性などについての文献調査及ひ'的確な研究

計画の策定をさせる。

第 2段階では、研究計画に基づきデータの解析や収集を行わせる。さ

らに、学生には、研究の進捗状況を専攻毎に開催するセミナーにおいて

英語による口頭発表を 2回行わせる。さらに、研究成果は学会等で発表

するよう指導する。

第3段階では、これまでの論文誌等の投稿論文や発表論文を纏め、学

位論文の作成、博士論文審査会での発表なと、について、指導を行う。

各専攻の授業科目及び授業内容は、 7ページ以降の f2 授業科目の内容」に記載され

ています。学生が履修するに当たっては、主指導教員の指導を受け、 「履修申請書」を指

定された期日までに提出してください。
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1-7 長期履修制度
職業を有している等の事情により、規定する標準修業年限(3年)を超えて一定の期間

にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望し、申請が認められた学生

を長期履修学生といいます。

長期履修を希望する場合の資格及び申請手続きは以下のとおりです。

(資格)次のいずれかに該当する者

(1)職業を有する者(常勤の者)

(2) その他農学工学総合研究科長が長期履修することが必要と認めた者

(申請手続き)

(1) 申請書類

-長期履修申請書

・長期履修申請許可書

(2)提出期限

. 1年次から希望する者は、本研究科出願時

・2年次から希望する者は、 4月入学生は1年次の 1月末日まで、 10月入学生は

1年次の 7月末日まで

1-8 奨学金
本学では、日本学生支援機構奨学金を始め、地方公共団体及び各種奨学金団体の奨学金

を取り扱っています。詳しくは学生支援部学生生活支援課へ問い合わせるか、又は、宮崎

大学のホームページ (http://www.miyazaki-u.ac.jp/)より学生支援部のページをご覧くだ

さい(宮崎大学トップページ→在学生の方へ→学生支援部Webサイト→学生生活情報)。

大学院博士後期課程(昨年度までの金額)

第一種 80，000円、 122，000円から選択

第二種別， 000円、 80，000円、 100，000円、 130，000円、 150，000円から選択

なお、奨学金申し込みの募集説明会が4月上旬に開かれますので、入学後すぐに

学生支援部褐示板(大学会館1階)、各学部の掲示板でご確認ください。

1-9 学生教育研究災害傷害保険(学研災)

この保険は、学生の互助共済制度として、大学に在学する学生が正課中に被った種々の

災害、又は通学途中やキャンパス内での課外活動中に被った災害を、救済するために設け

られた補償制度です。大学院生は研究活動に携わりますので全員加入してください。また、

インターンシップ等に参加する際には、別途、「学生教育研究災害傷害保険付帯賠償責任保

険(学研賠)Jにも加入してください。加入手続きについては学生生活支援課(大学会館2

階)に問い合わせてください。

・学生教育研究災害傷害保険(学研災)加入費 3年間分 2，600円

・学生教育研究災害傷害保険付帯賠償責任保険(学研賠)加入費 3年間分 1，020円

1-10 リサーチアシスタント (RA)及びティーチングアシスタント (TA)経費
農学工学総合研究科では、学生(社会人入学生を除く)を RA及びTAとして雇用する制

度があります。主指導教員と相談のうえ、申し込んでください。

時間単価 1，379円(平成26年度実績)
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1-11 授業料免除

経済的理由等により授業料の納付が困難な者に対しては、申請に基づき各期(前期・後

期)ごとに選考のうえ、徴収すべき授業料を全額又は半額免除される制度があります。選

考は、本学で決定します。

前期分についての、申請書配布期間は 1月中旬頃(予定)、決定は 6月下旬頃(予定)、

後期分についての、申請書配布期間は 7月中旬頃(予定)、決定は 11月下旬頃(予定)と

なっております。また、決定に関しては、それぞれ学内掲示でお知らせするとともに、学

資を主として負担している方に選考結果を郵送で通知します。

詳しくは下記の窓口にお問い合せください。

授業料免除に関する連絡窓口

宮崎大学学生支援部学生生活支援課

干889-2192 宮崎市学園木花台西 1-1
電話 0985-58ー 7976
FAX 0985-58ー 7974

1-12 修了要件

博士後期課程の修了要件については、宮崎大学学務規則第 76条第2項及び第 3項に規定
されています。

以下にその要点を要約します。

修了要件は、農学工学総合研究科に 3年以上在籍し、 12単位以上を修得し、博士論文の

審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在籍期間については優れた研究業績を

上げた者については修士課程又は博士前期課程を含めて 3年以上の在籍で足りるものとす

る。

また、修士課程修了と同等の学力を有するものとして入学を認められた者については、 3
年以上の在籍で足りるものとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げ

た者については、当該課程に 1年以上在学すれば足りるものとする。

1-13 学位

学位の種類については宮崎大学学位規程第 2条に、学位の授与要件については第 3条に

規定されています。

宮崎大学大学院農学工学総合研究科博士後期課程では、資源環境科学専攻及び生物機能

応用科学専攻を修了した者には博士(農学)、博士(工学)又は博士(学術)の学位が授与

されます。また、物質・情報工学専攻を修了した者には、博士(工学)又は博士(学術)の

学位が授与されます。
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2.授業科目の内容

2-1資源環境科学専攻
Department of Environment and Resource Sciences 

女はコーディネーター

コ 科
授業科目名 単 授業担当教員

目
位

配当
授業内容

ス
区

(英語名) 数
年次

教員 |回数分

研 研究者倫理 l 1 守屋和幸 2 社会に対する科学技術の役割と使命を

究 前 楠田哲 也 2 理解し，研究者・技術者として守るベ

科 (Researcher Ethics) 園師一文責 き研究者倫理の基本，及び社会への貢

共 2 献と責任について理解を深める。

通 後 各指導教員

専 資源環境共生科学 2 1 清 水牧 1 21世紀の課題である資源・環境問題
攻 (融合科目) 前 高木正博 l を克服し、自然や生態系と調和した持
必 鈴木枠 広 I 続的な社会システムの構築に貢献でき
修 (Environmentally 2 西脇亜也女 l る人材を養成するために、農学と工学
議 Harmonized 後 稲垣仁 根 l とが連携・融合し、双方の視点から総
義 Technology and 平田昌彦 l 合的に資源環境共生学の基礎知識や地

Science) 目黒貞利 l 盤・構造体の役割、森林・草地の役害IJ

明石良 l について講義する。

今井富士夫 1 
原田隆典 l 
雄子谷佳男 1 
亀井健史 l 
土手裕 l 
松下洋一 l 
伊 藤哲 1 

持続生産科学 2 1 芦津幸一* 0.5 質の高い持続的な動植物生産シスァム

(融合科目) 前 位回日青久 0.5 を構築するために、 「持続生産科学」

河原聡 0.5 を教授する。具体的には、動植物生産
(Sustainable 2 園武久登 O. 5 の解析・制御、動植物資源の利活用、

Agricultural 後 佐伯 雄 一 O. 5 動植物機能の開発・向上、病害虫の制
Technology and 績木靖浩 O. 5 御、生産物の品質向上、動植物の生理
Science) 鉄村琢 哉 0.5 機能の解析、動植物生産過程での生態

御手洗正文 。目 5 系の動態解明、および生産のための環

森田哲 夫 0.5 境整備と機械化・装置化などについて

湯浅高志 0.5 講義する。これにより、 「国際性」

井口純 l 「生命科学J、 「地球環境の保全」に

石田孝史 1 ついて理解を深める。

稲葉 丈 人 l 
大野和朗 1 
木下統 l 
圃師一文 l 
豊満幸 雄 l 
仲西友紀 l 
本勝 千 歳 1 
川末紀功仁 l 
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授業科目名 単 授業担当教員
目

イ立
配当

授業内容
ス

区
(英語名) 数

年次
教員 |回数分

環 専 環境共生科学特論 2 1 西脇亜也 ヲk 3持続型社会の構築に必要な自然と人為
境 攻 (融合科目) 前 土手裕 2的生態系とが調和した環境共生システ
共 選 稲垣仁根 2ムに関して、未利用資源の利活用、資

生 択 (Advanced Study for 2 鈴木枠広 21i原循環(水、窒素、炭素など)と環境
科 言轟 Environmentall y 後 字国津徹朗 2保全との関係、自然と復人為的環境との
ニ同子. 義 Harmonized 多炭雅博 2共生技術および環境修技術などの側
教 Technology and 狩野秀之 2面から、農学と工学とが連携・融合
育 Science) し、総合的に講義する。
コ

ス 社会基盤災害軽減学 2 1 原田隆典女 2農山村地域、都市地域、沿岸地域にお
(融合科目) 前 亀井健史 2ける大規模自然災害による農・工業生

竹下伸一 2産機能および生活機能の低下を抑制
(Disaster 2 村上啓介 2し、国土保全機能を強化することによ
Mitigation for 後 瀬崎満弘 211? ，農山村地域と都市地域が健全かっ
Infrastruct¥lre) 山本直之 2持続的な発展を図るための社会基盤シ

嶋本寛 3ステムのあり方、社会経済学的方法、
地域計画学的手法などについて、農学
と工学とが連携・融合し、双方の視点、
から総合的に講義する。

森林資源保全利用学 2 1 伊藤哲 2森林資源の持続的かつ両度利用と森林
前 高木正博 2環境の保全・管理・計画技術について

(Conservation and 清水牧 2講義する。森林の様々な生態系サーピ
Utilization of 2 藤掛一郎 2スと人為活動のインパクトの解析・予
Forest Resources) 後 光田靖 2測に基づく森林保全の在り方、ならび

矯子谷佳男 2に広域森林資源の経営・管理・計画の

目黒貞利 l方法論を解説するとともに、樹木と森

亀井一郎 * 
2林微生物等の森林資源の高度利用技術
について講述する。
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::r 科
授業科目:名 単 授業担当教員

目
イ数立

配当
授業内容

ス
区

(英語名)
年次

教員 |回数分

環 専 草地シスァム科学 2 l 平田昌彦貴 8 シスァム(土ー草ー動物一環境系)と

境 攻 前 飛佐学 7 しての草地・草原の資源管理・利用・

共 選 (Ecology and 保全について講義する。農業的観点か

生 択 Management of 2 らは、環境と調和した飼料草類の生

科 5茸 Grassland Systems) 後 産・利用から家畜生産までを解説す
品寸主!: 義 る。非農業的観点からは、草地・草原

教 のアメニティ機能や種・環境保全機能
育 などについて論ずる。探資索源すのる最適管
コ 理・利用・保全方法を 手法と

してのシステム分析について講述す
ス る。

草本植物資源開発・ 2 1 明石良 * 6 草本植物の地球資源的利用を考える。

利用学 前 石井康之 5 すなわち、資源開発のための植物ノ『イ

井戸田幸子 4 オテクノロジーの原理とそれに基づく
(Development and 2 導入・育種の理論、資源利用のための

utilization of bio 後 個生態・栽培の理論および動物栄養の
resources ln 理論などについて概説するとともに、
grasses) 国内外の暖地における飼料生産・利用

の現状を討議する。

資源循環化学特論 2 1 松下洋 5 地球上の地圏、大気圏、水圏および生
前 塩盛弘一郎女 5 物圏における資源・物質循環における

(Advanced Lecture 大島達也 5 最近の問題点と、化学変換および物質
on Chemistry of 2 分離を基礎とした資源の有効利用技
Materials Cycle and 後 術、資源のリサイクル技術、バイオマ

Resources スの利活用技術を解説し、資源循環の
Utilization) 観点からの環境保全技術についても講

義する。

地域社会基盤特論 I 2 1 出口近士大 8 地球環境問題、グロ パリゼ ション

前 嶋本寛 7 の中で、地域社会基盤の整備のあり方
(Advanced Ci vil は大きな変更を迫られている。また、
Engineering 1) 2 日本においては人口減少、少子高齢化

後 や地方分権化の流れがあり、さらには

市民社会への対応も求められている。基す!
本講義は、以上を踏まえた地域社会
盤施設のあり方を学び、考察・議論
る。
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コ
科

授業科目名 単 授業担当教員
目

位
配当

授業内容
ス

区
(英語名) 数

年次
教員 |回数分

環 専 地域社会基盤特論E 2 1 今井富士夫 3 資源環境科学専攻が掲げるァ‘ィプロマ
境 攻 前 原田隆典 3 ポリシー(資源の枯渇、自然及び生活
共 選 (Advanced Ci vi 1 亀 井 健 史 3 環境の悪化、食料危機などの人類が直
生 択 Engineering 1I) 2 瀬崎満弘 3 面しつつある課題に取り組むための能
科 議 後 村上啓介安 3 力育成)に沿い，地球環境の保全，生
学 義 命科学，国際性の素養を携えた研究者
教 や高度技術者を育成するため，
育 ①環境と調和した地域社会基盤施設の
::r 設計・建設技術

②自然災害に強い地域社会基盤構築技
ス 術

③地域社会基盤の維持管理と再生技術
について最新の考え方と具体的方法を
講義する。
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科
授業科目名 単 授業担当教員コ

目 配当イ立 授業内容
ス

区
(英語名) 数 年次

教員 |回数分

環 特 環境共生科学特別研 5 1 主指導教員 学生は、指導教員及び副指導教員の
境 別 究 及び副指導教員 研究指導に基づき研究計画を策定
共 研 3 し、その研究計画に従って実験や理
生 究 (Advanced Research 論を展開し、研究論文を作成する。
科 on Environmentally 特別研究では、指導教員は学生に対
且守一 Harmonized して以下の指導を行う。
教 Technology and 第 1段階では、研究テーマと直接
育 Science) 関係した文献調査、研究テーマと関
コ 連する研究領域の動向・将来性など

についての文献調査及び的確な研究
ス 計画の策定をさせる。

第 2段階では、研究計画に基づき
データの解析や収集を行わせる。さ
らに、学生には、研究の進捗状況を
専攻毎に開催するセミナーにおいて
英語による口頭発表を 2回行わせ
る。さらに、研究成果は学会等で発
表するよう指導する。

第 3段階では、これまでの論文誌
等の投稿論文や発表論文を纏め、学
位論文の作成、博士論文審査会での
発表などについて、指導を行う。
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コ
科

授業科目名 単 授業担当教員
目

イ立
配当

授業内窓
ス

区
(英語名) 数

年次
教員 |回数分

持 専 先端園芸学 2 1 位田晴久 3 目覚ましい発展を遂げる園芸分野にお
続 攻 前 鉄村琢哉大 4 いて、園芸作物の特性を把握し、高品
生 選 (Advanced 本 勝 千 歳 4 質なものを環境や生産者に負荷をかけ
産 択 Horticulture) 2 国師一文 4 ずに如何に効率的に生産し、消費者・
科 議 後 実需者に享受してもらうかの数々のア
A寸tー 義 プローチについて講述し、論議する。
教 これにより、 「国際性」 「生命科
育 学」 「地球環境の保全」について理
コ 解を深める。

ス
植物育種学特論 2 1 園武久登肯 15 質の両い持続的な植物生産、ンスァムの

前 構築に植物育種学の分野から貢献する
(Advanced Plant ために、植物の遺伝、遺伝資源の探
Breeding Science) 2 索・評価とその育種的利用、ならびに

後 代謝、細胞、染色体および遺伝子工学
的手法による植物育種の現状と課題に
ついて教授する。

分子植物病理学 2 1 
前

(Molecure Plant 
Pathology) 2 本年度休講

後
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コ
科

授業科目名 単 授業担当教員
目

イ立
配当

授業内容
ス

区
(英語名) 数

年次
教員 |回数分

持 専 動物資源生理生化学 2 1 森田哲夫女 4 資源必づt与動物を有効に利用するための栄養
続 攻 前 仲西友紀 4 化 と機能性飼料の開発，畜産食品の

生 選 (Physio1ogy and 河原聡 4 生産・衛生および製造過程における生
産 択 Biochemistry of 2 井口純 3 物学的、化学的、物理学的な諸現象の

科 議 Anima1 Resources) 後 分析， r食の、た安高全品性質とな人畜間産の製健造康食」に
学 義 重点を置し 品の

教 開発に関して解説する。
育
コ

動物機能情報制御学 2 1 芦津幸一貴 5 資源の枯渇、自然及び生活環境の悪
ス 前 績木靖浩 5 化、食料危機などの人類が直面しつつ

(Methodo1ogy of 石田 孝 史 5 ある課題に取り組むために、以下の能
Anima1 Breeding and 2 力を備えるよう講義する。すなわち、
Management) 後 安全で高品質な動物生産をいかに効率

的かつ持続的に行うか」という課題に
対して、動物の生殖機能の解析による
新たな機能開発や動物を中心とした生
態系の動態解明と制御に関しで、分子
レベルから個体・集団レベルまで総合
的な視点に立って解説する。これによ
り、 「国際性」、 「生命科学」 「士也
球環境の保全Jについて理解を深め
る。

生産環境工学特論 2 1 御手洗正文責 4 生物生産における環境情報シスァム工
(融合科目) 前 木下統 4 学ァ農業環境工学に関する計測・解

横道 政 裕 4 析・制御・評価方法と改善対策等を解
(Advanced 2 豊満幸雄 3 説する。また、農業を営む上で重要と
Environmenta1 後 なる水環境、土壌環境、労働環境、環
Engineering in 境情報システム等の基礎と先端技術すに
Agricu1tura1 and ついて生産工学的な立場から講述
Industria1 る。特に、農作物の持続的生産に不可
Production) 欠な栽培環境のミクロ的現象からマク

ロ的現象までの正確な情報の把握とそl
れに対応した改善対策を解説する。
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科

授業科目名 単 授業担当教員
目

イ立
配当

授業内容
ス

区
(英語名) 数

年次
教員 |回数分

持 専 作物生産学 2 1 稲葉丈人 5 イネやダイズといった、主要作物の生
続 攻 前 湯浅高志 5 産に関わる遺伝子資源、作物改良や、
生 選 (Recent Crop 佐 伯 雄 一 女 5 土壌環境などの生産環境および生態系
産 択 Production Science) 2 について学習する。それらを基盤とし
科 講 後 て、今日に気候変動に関連する国際的
学 義 な視野から作物生産に対する理解と知
教 識の習得を目指すとともに、生態系と
育 持続的農業に関して考察する。データ
コ の捉え方として統計処理の基礎をWeb

を利用した自学自習によって習得す
ス る。

特 持続生産科学特別研 5 1 主指導教員 学生は、指導教員及び副指導教員の研
別 究 及び副指導教員 究指導に基づき研究計画を策定し、そ
研 3 の研究計画に従って実験や理論を展開
究 (Advanced Research し、研究論文を作成する。特別研究で

on Sustainable は、指導教員は学生に対して以下の指
Agricultural 導を行う。
Technology and 第 1段階では、研究テーマと直接関
Science) 係した文献調査、研究テーマと関連す

る研究領域の動向・将来性などについ
ての文献調査及び的確な研究計画の策
定をさせる。

第 2段階では、研究計画に基づき
データの解析や収集を行わせる。さら
に、学生には、研究の進捗状況を専攻
毎に開催するセミナーにおいて英語に
よる口頭発表を 2回行わせる。さら
に、研究成果は学会等で発表するよう
指導する。

第 3段階では、これまでの論文誌等
の投稿論文や発表論文を纏め、学位論
文の作成、博士論文審査会での発表な
どについて、指導を行う。
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2-2生物機能応用科学専攻
Department of Applied Biological Science 

女はコーディネーター

コ
科

授業科目名 単 授業担当教員
目

位
配当

授業内容
ス

区
(英語名) 数

年次
教員 |回数分

研 研究者倫理 l 1 守屋和幸 2 社会問る科学技術の役割と使命をl
究 前 楠田哲也 2 理解し，研究者・技術者として守るベ
科 (Researcher Ethics) 国師一文責 き研究者倫理の基本，及び社会への貢
共 2 献と責任について理解を深める。
通 後 各指導教員

専 生命機能手Ij用学 2 1 横井春比古 2 微生物を活用した有用物質の生産(パ
攻 (融合科目) 前 林幸男 2 イオポリマーの特性把握と利用および
必 太田一良 2 生産技術、微生物が生成する多糖分解
修 (Bioscience and 2 水光正仁 2 酵素の有効利用など)、生体調節機能
i茸 Biotechno1ogy) 後 窄野昌信貴 2 と生体内酵素類の働きとの関係、食品
義 吉田直人 2 栄養素の代謝とその利用について、農

榊原陽一 3 学と工学とが連携・融合し、双方の視
点から総合的に講義する。

水域生物科学 2 1 一浦知之 2 人聞社会と水域環境との関わりから生
(融合科目) 前 岩槻幸雄 2 ずる環境問題、資源管理、生態系の保

神田 猛 l 全、食料問題等多くの課題を水産科学
(Marine Bio1ogica1 2 深見裕伸貴 I 的に捉らえ、水域生命利用化学、水域
Science) 後 内田勝久 資源生物生態学、水族分子生物学、水

香川浩彦 2 族生理・病理学的側面から、上記の諸

田岡洋介 2 課題の問題点を提議し、今後の水域生

伊丹利明 2 命科学の在り方についての方向性のー

酒井正博 2 つを示す。

鈴木鮮広 1 
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C 、J、，~"私コ、J ofBio 3、，"、-ムム、d、.-.....~. d Biotechnol 。v 

コ
科

授業科目名 単 授業担当教員
目

イ立
配当

授業内容
ス

区
(英語名) 数

年次
教員 |回数分

生 専 微生物機能利用学 2 1 林 幸男 5 微生物の多様な潜在的機能を開発し、|
命 攻 (融合科目) 前 太田一良 5 その機能を利用して地域ノ〈イオマス資l

機 選 吉田直人女 5 j原を有用物質へ変換するため基盤技術
4月呼包4九 択 (Applied and 2 について分子遺伝学レベルから培養工
科 議 Molecular 後 学の分野までの幅広い知識について農
学 義 Microbiology) 学と工学とが連携・融合し、双方の視
教 点から総合的に講義する。
育
コ 生体情報解析学 2 1 湯井敏文責 8 新規な生体両分子立体構造解析方法、

(融合科目) 前 榊原陽一 7 タンパク質モデリングの基礎理論、ポ
ス ストゲノム時代におけるタンパク質研

(Bioinformatics) 2 究方法論など、生命科学分野について
後 農学と工学が連携・融合し、総合的に

講義する。

生物応用工学 2 1 横井春比古女 8 微生物機能を活用するバイオマスエネ|
前 庚瀬遵 7 ルギーの生産技術、および各種の有機

(Bioprocess 化合物の変換能を有する酵素の構造機
Engineering) 2 能および機能改変に関して講述する。

後

応用生物化学 2 1 水光正仁女 5 生物の有する機能を解析するため、
(融合科目) 前 江藤 望 5 遺伝子からタンパク質そして低分子の

菅本和寛 5 生理活性物質のレベルまでの実験原理
(Applied 2 を解説し、特にタンパク質の機能発l

Biochemistry) 後 現のために翻訳後修飾が重要で5あるこ
とを説明する。また、ポストゲノム研

究に必要なDNAマイクロアレイやプ
ロテオーム解析技術などについて解説

する。また、健康に関わる食品の諸

問題のうち、特にアレルギー疾忠につ
いて解説する。また、分析手段として

の抗体利用技術、免疫細胞の機能解析
や食品の機能性評価のための培養細胞
利用技術等を解説する。さらに，食品
中の生理活性物質の性質と化学合成に
ついて解説する。
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こ2
手ヰ

授業科目名 単 授業担当教員
目

イ立
配当

授業内容
ス

区
(英語名) 数

年次
教員 |回数分

生 専 食品機能化学 2 1 窄野昌fi3 3 食品の機能性に注目し、生活習慣病の
命 攻 前 西山和夫 4 予防効果が期待される食品成分とその
機 選 (Food Chemistry and 山崎 正 夫 女 4 作用について、培養細胞や実験動物を
能 択 Nutri tion) 2 榊原 啓 之 4 用いた実験、疫学調査、介入試験など
科 5茸 後 のデータを用いて解説する。
白号u一. 義
教
育
こ2

特 生命機能科学特別研 5 1 主指導教員 学生は、指導教員及び削指導教員の
別 究 及び国l指導教員 研究指導に基づき研究計画を策験定

ス 研 3 し、その研究計画に従って実や理
究 (Advanced Research 論を展開し、研究論文を作成する。

on Bioscience and 特別研究では、指導教員は学生に対
Biotechnology) して以下の指導を行う。

第 1段階では、研究テーマと直接
関係した文献調査、研究テーマと関
連する研究領域の動向・将来性など|
についての文献調査及び的確な研究
計画の策定をさせる。

第 2段階では、研究計画に基づき
データの解析や収集を行わせる。さ
らに、学生には、研究の進捗状況を
専攻毎に開催するセミナーにおいて
英語による口頭発表を 2回行わせ
る。さらに、研究成果は学会等で発
表するよう指導させる。

第 3段階では、これまでの論文誌
等の投稿論文や発表論文を纏め、学
位論文の作成、博士論文審査会での
発表などについて、指導を行う。
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ニョ 科
授業科目;名 単 授業担当教員

目
位

配当
授業内容

ス
区

(英語名) 数
年次

教員 |回数分

水 専 水域生命利用科学 2 1 林雅弘 5 水産増養殖は、日本において創出さ
域 攻 前 幡手英雄 5 れた総合的科学として発展してきた
生 選 (App1ied Science of 田 岡 洋 介 安 5 経緯があるものの、現状ではいくつ
物 択 Marine Bioresource) 2 かの研究領域において、問題点が浮
科 講 後 かび上がっている。その分析を行う
学 義 とともに対応策を検討し、さらに水
教 産科学の未解決領域に挑戦する際の
育 戦術的見地についても考察する。特
コ l に、主要な養殖魚に関連する栄養、

代謝、疾病、餌飼料および環境微生
ス 物等について講述し、代謝工学や分

子栄養学的側面から水産生物を理解
させる。さらに、各種魚介類の諸組
織に含まれる成分を精査することに
よって海洋生物資源が人類にとって
極めて有用であることを理解させる
と共に、専門的な知識を教授する。

水域資源生物学 2 1 ニ浦知之 5 海洋における生物生産環境の多様性を
前 岩槻幸雄貴 5 理解させるために、研究対象の背景と

(Bio1ogy of Aquatic 神田猛 5 なる最新の海洋観測法を具体的に示
Anima1s) 2 し、最新の海洋観測機器や海洋生物調

後 査法の知識を深化させる。さらに、近
年急速に重要な知見が蓄積されつつあ
る水棲生物の生態学的特徴や分類学を
理解させることを目的として、楼息環
境、繁殖条件などに関してその適応、
戦略、資源、多様性および進化などの
水域生物資源に関わる専門的知識を教
授する。

水族分子生物学 2 1 酒井正博女 3 1)水産重要穫について、分子生物学
前 深見裕伸 4 的技術をもとにした免疫関連遺伝子

(Aquatic Mo1ecu1ar 引間順一 4 の探索および分子遺伝マーカーの探
Bio1ogy) 2 河野智哉 4 索とそれを指標とした遺伝進化系統

後 解析に関する専門的な知識を教授す
る。

2)原始的な多細胞動物である刺胞動

物について、近年明らかとなってき
た分子生物学的知見を含めながら、
単純な体制から複雑な体制への進化
について教授する。
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=三
科

授業科目名 単 授業担当教員
目

位
配当

授業内容
ス

区
(英語名) 数 年次

教員 |回数分

水 専 水族生理・病理学 2 1 香川浩彦女 4 魚類や水棲無脊椎動物の繁殖生理現
域 攻 前 内田勝久 3 象について解説し、その現象に関わ
生 選 (Fish Physiology 伊丹利明 4 るホルモン機構をこれまでの研究
物 択 and Pathology) 2 吉田照豊 4 データを示して分子・遺伝子レベル
科 議 t主 で理解させる。また、このような基
子点三4弘 義 礎的な知見を用いて開発された魚類
教 の卵子や精子形成および産卵に関わ
育

る繁殖制御技術についての知識を習
コ

得させる。さらに、魚介類の生体防

ス 御機構について、各種病原体に対す
る魚介類の感染防御機構例を示しな
がら、液性・細胞性の感染防御機構
における晴乳動物との類似性と差異
を明示し、水域生物の感染防御機構
を理解させる。また、事前に教材な
どを提供し、魚類生理や病理に関し
て自ら予習・復習を実施させる。

特 水域生物科学特別研 5 1 主指導教員 学生は、指導教員及び副指導教員の
別 究 及び副指導教員 研究指導に基づき研究計画を策定
研 3 し、その研究計画に従って実験や理
究 (Advanced Research 論を展開し、研究論文を作成する。

on Marine 特別研究では、指導教員は学生に対
Biological Science) して以下の指導を行う。

第 1段階では、研究テーマと直接
関係した文献調査、研究テーマと関
連する研究領域の動向・将来性など
についての文献調査及び的確な研究
計画の策定をさせる。

第 3段階では、これまでの論文誌、
等の投稿論文や発表論文を纏め、学
位論文の作成、博士論文審査会での
発表などについて、指導を行う。

第 2段階では、研究計画に基づき
データの解析や収集を行わせる。さ
らに、学生には、研究の進捗状お況を
専攻毎に開催するセミナーに いて
英語による口頭発表を 2回行わせ
る。さらに、研究成果は学会等で発
表するよう指導する。
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2-3物質・情報工学専攻
Department of Materials and Informatics 

女はコーディネーター

コ
科

授業科目名 単 授業担当教員
目

位
配当

授業内容
ス

区
(英語名) 数

年次
教員 |回数分

研 研究者倫理 l 1 守 屋 和 幸 2 社会に対する科学技術の役割と使命を
究 前 楠 田 哲 也 2 理解し，研究者・技術者として守るベ
科 (Researcher Ethics) 国師一文責 き研究者倫理の基本，及び社会への賞
共 2 献と責任について理解を深める。
通 後 各指導教員

専 エネルギ変換論 2 1 大崎明彦 2 光エネルギ -化学物質・電子の持つ
攻 (融合科目) 前 廿日出勇 1 エネルギーの相互の変換する機能を持
必 山内誠 l つ電子素子・触媒等の機能性材料の基
修 (Energy conversion) 2 保 田 昌 秀 2 礎と先端技術について講義する。ま

~1Ii 後 窪寺昌一 た、電子、原子、イオン、分子の衝突
義 酒井岡l* 2 や化学反応を伴うエネルギーの基礎過

前 田 幸 治 l 程、 X線玉と里物、天質体のの相物互理作状用や高温プラ
林則行 2 ズ、マの物 態の予測等

迫 田 達 也 l による宇宙の進化や、電気及び光エネ

横 谷 篤 至 2 ルギーの発生や伝送及びそのシステム

井上謙吾 1 と計算機を用いた解析等についても講
義する。

設計生産シスァム論 2 1 御手洗正文 3 両度情報化社会における新産業の創出
(融合科目) 前 各務聡 3 と、環境負荷低減技術やエネルギーの

小園茂平安 2 有効利用を志向した高度な設計工学、
(Design and 2 佐藤治 3 制御技術、生産情報システム、および
Production 後 大西修 2 これらの基盤となるソフトウエア技
Technology) 岡崎直宣 2 術、情報ネットワーク技術、数理工学

的手法等について基礎と先端技術の概
説を行う。

数理情報工学論 2 1 辻川亨女 3 種々の現象を微分方程式-:c'記述し、そ
(融合科目) 前 飯田雅人 2 れを解く数理的方法、生物が有する進

古 谷 博 史 2 化・適応・認識などの優れた機能を模
(Computer Science 2 横 田 光 広 3 したアルゴリズム、回路素子、システ
and Bio- 後 淡里子公一 2 ムなどの基礎と先端技術及び農業シス
informatics) 平田昌彦 3 テムにおける数理モデルの構築と利用

について講述する。
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Course of Advanced Materials and E 且<C<民 y

コ
科

授業科目名 単 授業担当教員
目

位
配当

授業内容
ス

区
(英語名) 数

年次
教員 |回数分

新 専 機能性材料特論 2 1 酒井剛 * 5 化学物質からエネルギ を取得する固
中才 攻 前 奥山勇治 5 体材料および環境浄化のための触媒創

料 選 (Advanced lecture 松永直樹 5 生技術の基礎と先端技術について講義
エ乙 択 on functional 2 する。特に、無機材料の物理的・化学
ネ E茸 Materials) 後 的機能と電子構造等の固体化学特性の
ノレ 義 関係を詳述し、高機能化のための組

ギ 成・構造設計、解析法および合成法に
ついて講義する。

工
品号一

光・レザ工学特 2 1 窪寺昌 3 レザ等の発生技術およびレ
教 論 前 横谷篤至 3 ザー・光を活用した物質加工技術・物
育 甲藤正人 * 4 質変換等の基礎と先端技術について講
::l 

(Advanced 2 保田昌秀 3 義する。
Photochemistry， 後 白上努 3 物質変換では、励起種および短寿命活

ス Laser and Photonics 性種の関与する化学反応、解析方法に
Engineering) ついて講述する。

物質加工技術では、最近の超高出力
レーザーが関く非摂動論的振舞いをす
る現象について、超短ノ勺レスX線発
生、ガンマ線発生等の応用に視点をお
き、先端的な量子電子工学のトピック
スに関して講義を行う。

半導体材料特論 2 1 鈴木秀俊 3 半導体を中心とする電子材料に関し
前 前田幸治 3 て、基本的な物性、創生技術および計

(Advanced lecture 福山敦彦 3 測・評価技術の基礎と先端技術につい
on semiconductor 2 吉野賢二 ヲ骨 3 て講義する。特に半導体におげるエネ
materials) 後 西岡賢祐 3 ルギー変換機構、高効率エネノレギ一変

換材料形成法、エネルギ一変換デノ4イ
スについて材料技術の立場から講義す
る。

エネルギ応用工学 2 1 林則行 ヲ蛇 B パルス電磁エネルギーの一種であるパ

特論 前 迫田達也 8 ルスパワーの発生や伝送、計測などの
パルスパワー技術の基礎や応用を理解

(Advanced Lectures 2 する。さらに、放電プラズマの産業応
on Applied Energy 後 用や環境技術に関する基礎とすやる応z用を理
Technology) 解することを授業の狙い
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コ
科

授業科目名 単 授業担当教員
目

イ立
配当

授業内容
ス

区
(英語名) 数

年次
教員 |回数分

新 専 量子エネルギ特論 2 1 大崎明彦女 6 原子分子から素粒子原子核に至る物質
キオ 攻 前 松田達郎 5 の量子的な側面を励起・脱励起、電
料 選 (Advanced Quantum 五十嵐明則 5 離・再結合、反応機構、崩壊過程、等
こに 択 Physics on 2 を通して低エネルギー領域から高エネ
ネ 議 Elementary 後 ルギー領域に亘るエネルギ}変換の諸
/レ 義 Processes) 機構について量子論的基礎および実験
ギ の両面から講述する。

工 宇宙エネルギ工学 2 1 サ日出勇女 5 宇宙で発せられる両エネルギー粒子・
学 特論 前 山内誠 5 X線などの観測方法および解析手法の
教 森浩二 5 基礎と先端技術について解説する。
育 (Advanced Lecture 2 
コ on High Energy 後

Astrophysics) 
ス

特 新材料エネルギー工 5 1 主指導教員 学生は、指導教員及び昌IJ指導教員の
jjlJ 学特別研究 及び国IJ指導教員 研究指導に基づき研究計画を策定
研 3 し、その研究計画に従って実験や理
究 (Advanced Research 論を展開し、研究論文を作成する。

on Advanced 特別研究では、指導教員は学生に対
Materials and して以下の指導を行う。
Energy) 第 1段階では、研究テーマと直接

関係した文献調査・研究テーマと関
連する研究領域の動向・将来性など
についての文献調査及び的確な研究
計画の策定をさせる。

第 2段階では、研究計画に基づき
データの解析や収集を行わせる。さ
らに、学生には、研究の進捗状況を

専攻至ロ豆ロ毎に開催するセミナーにおいて
英 による口頭発表を 2回行わせ
る。さらに、研究成果は学会などで
発表するよう指導する。

第 3段階では、これまでの論文誌
などの投稿論文や発表論文を纏め、
学位論文の作成、博士論文審査会で
の発表などについて、指導を行う。
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Course of Production Technol o~ 

コ
科

授業科目名 単 授業担当教員
目

位
配当

授業内容
ス

区
(英語名) 数

年次
教員 |回数分

生 専 設計生産技術特論 2 1 河村隆介 4 資源と環境を考慮した「ものづくり J
産 攻 前 古谷博史 1 の開発や研究のために必要な素材・設
工 選 (Advanced lecture 坂本異人 l 計・生産に関わる基礎と先端技術につ
A子主4一 択 on design and 2 大西修 5 いて講述する。
教 言車 production 後 量日鋼 4 
育 義 manufacturing) 
コ 可視化情報振動工学 2 1 小園茂平 3 可視化情報工学を利用した構造物や樹

特論 前 長瀬慶紀 3 木等の植生などの非線形振動あるいは
ス 川末紀功仁女 3 流体関連振動に関わる構造物や流れの

(Advanced lecture 2 岡 部匡 3 三次元画像計測・ PIV計測・レーザー
on visualized 後 盆子原康博 3 計測・ロボットビジョン等の種々の計
information and 測手法、可視化手法、数値解析手法の
vibration 基礎と先端技術について講述する。
technology) 

制御シスァム特論 2 1 佐藤治 ヲk 8 物質・情報工学専攻のアイプロマポリ
前 穂高一条 7 シー(地球環境の保全と環境調和・循

(Advanced lecture 環型及び高度情報化社会の課題に取り
on control system) 2 組むための高度なアルゴリズムとソフ

後 トウェアを活用した情報処理能力)に
関連しており，その中でも特に(制御
系のモデリングとアクチュエータの駆
動プログラム作成および，電子回路に
用いられるフィードバック制御)に関
する講義を行う。

両度生産情報シスァ 2 1 片山徹郎 4 高度生産情報シスアムの構築につい
ム特論 前 池 田諭 4 て、知的生産システムや高機能情報

岡崎直宣 ヲ蛇 4 ネットワークの観点から論じる。知的
(Advanced lecture 2 久保田真一郎 4 生産システムの内容として、確率的ア
on computer 後 ノレゴリズムなどの、システムで用いる
integrated 効率的なアルゴリズムの設計方法や、を
production systems) ソフトウェア設計手法やテスト手法

用いたシステムの品質管理について取
り上げ、高機能情報ネットワークの内
容として、高信頼なネットワークシス
テムを構築するための技術について取
り上げる。
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コ
科

授業科目名 単 授業担当教員
目

イ立
配当

授業内容
ス

区
(英語名) 数

年次
教員 |回数分

生 専 農工計測解析特論 2 1 河村隆介 3 工学系で研究・開発された計測解析技
産 攻 前 阿部医 3 術を農学系の分野に適用し、農産物の
工 選 (Advanced lecture 童日鋼 * 5 生産工場並びに生存環境の保全に活用
号品Z一. 択 on measurement and 2 川末紀功仁 4 する手法を教授する。
教 議 analysis of 後
育 義 agricultural and 
コ englneenng 

production) 
ス

特 生産工学特別研究 5 1 主指導教員 学生は、指導教員及び副指導教員の
別 及び副指導教員 研究指導に基づき研究計画を策定
研 (Advanced Research 3 し、その研究計画に従って実験や理
究 on production 論を展開し、研究論文を作成する。

technology) 特別研究では、指導教員は学生に対
して以下の指導を行う。
第 1段階では、研究テーマと直接

関係した文献調査・研究テーマと関
連する研究領域の動向・将来性など
についての文献調査及び的確な研究
計画の策定をさせる。

第 2段階では、研究計画に基づき
データの解析や収集を行わせる。さ
らに、学生には、研究の進捗状況を
専攻毎に開催するセミナーにおいて
英語による口頭発表を 2回行わせ
る。さらに、研究成果は学会などで
発表するよう指導する。

第 3段階では、これまでの論文誌
などの投稿論文や発表論文を纏め、
学位論文の作成、博士論文審査会で l

の発表などについて、指導を行う。
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コ
科

授業科目名 単 授業担当教員
目

位
配当

授業内容
ス

区
(英語名) 数

年次
教員 |回数分

数 専 生物の数理モァ‘ル特 2 1 社川宇 ヲー 3 生物、化学、物理で観察される現象の
理 攻 古市 前 飯田雅人 3 中でパターン形成のメカニズムをモデ
i情 選 今隆助 3 ル化した方程式について、方程式の導

報 択 (Advanced lectures 2 梅原 守 道 3 出と理論的解析方法の基礎について講
工 言茸 on Mathematical 後 出原浩史 3 述する。
弓民二 義 models in Biology) 
教
育 情報処理ソフトワェ 2 1 古谷博史 ヲ蛇 l 生物の有する優れた環境適応力や柔ら
::I ア特論 前 伊 達章 3 かな情報処理機構を模擬した機構を、

山森一人 3 ソフトウェア的に実現する方法の基礎
ス (Advanced Lecture 2 坂本異人 2 と先端技術について講述する。

on Computer 後 田村宏樹 3 
Software) 青木謙二 3 

情報処理ハ ドウェ 2 1 淡 野公 3 生物の神経や脳が示す優れた情報処理

ア特論 前 横道政裕 3 機能を模擬した知能情報システムを、

横田光 広 ヲ崎 3 ハードウェア的に構築するための理論
(Advanced lecture 2 松本 寛 樹 3 と先端技術について講述する。特に、
on information 後 Thi Thi Zin 3 光システム、アナログ集積回路、セン
processlng サー、自律移動ロボット、画像処理等
hardware) の技術について解説し、新しい知能集

積システムの構築について講述する。

-25-



コ
科

授業科目名 単 授業担当教員
目

イ立
配当

授業内容
ス

区
(英語名) 数

年次
教員 |回数分

数 特 数理情報工学特別研 5 1 主指導教員 学生指は、指導教員及び昌Ij指導教策員の
理 別 究 及び副指導教員 研究導に基づき研究計画を定
情 研 3 し、その研究計画に従って実験や理
幸日 究 (Advanced Research 論を展開し、研究論文を作成する。
工 on Computer Science 特別研究では、指導教員は学生に対
:民子 and Bio- して以下の指導を行う。
教 informatics) 第 l段階では、研究テーマと直接
育 関係した文献調査・研究テーマと関
コ 連する研究領域の動向・将来性など

についての文献調査及び的確な研究
ス 計画の策定をさせる。

第2段階では、研究計画に基づき
データの解析や収集を行わせる。さ
らに、学生には、研究の進捗状況を
専攻毎に開催するセミナーにおいて
英語による口頭発表を 2回行わせ
る。さらに、研究成果は学会などで
発表するよう指導する。

第 3段階では、これまでの論文誌
などの投稿論文や発表論文を纏め、
学位論文の作成、博士論文審査会で
の発表などについて、指導を行う。
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0宮崎大学学務規則

目次

|平成16年4月 1日|
l制定|

改正平成17年 3月30日平成17年 5月26日
平成17年10月27日 平成17年12月22日
平成18年 3月23日 平成19年 3月22日
平成20年 1月24日 平成20年 3月27日
平成20年12月26日 平成21年 2月26日
平成22年3月25日 平成22年11月25日
平成24年3月22日 平成24年 5月24日
平成25年4月号5日 平成26年 3月27日

第 1章学部
第 1節 学部、学科又は課程の目的等(第 1条)
第 2節収容定員(第 1条の 2)
第 3節 学年、学期及び休業日(第 2条一第4条)
第4節修業年限及び在学期間(第 5条・第 6条)
第 5節入学(第 7条第13条)
第 6節教育課程、履修方法等及び教員免許状(第14条第29条)
第 7節 休学、復学、転学部、転学、留学、退学及び除籍(第30条一第37条)
第8節卒業及び学位(第38条一第40条)
第 9節賞罰(第41条・第42条)
第10節厚生施設(第43条)
第11節 研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生(第44条一第47条)
第12節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料(第48条一第59条)

第2章大学院
第 1節課程等の目的(第60条)
第2節収容定員(第61条)
第3節学年、学期及び休業日(第62条)
第4節 修業年限及び在学期間(第63条・第64条)
第5節入学(第65条一第69条)
第 6節 教育課程、教育方法等、課程の修了要件及び教員免許状(第70条第79条)
第 7節休学、転学、留学、復学、退学及び除籍(第80条第83条)
第8節学位(第84条・第85条)
第 9節賞罰(第86条)
第10節 研究生、科目等履修生、外国人留学生、特別聴講学生及び特別研究学生(第87条ー第

89条)
第11節検定料、入学料及び授業料(第90条)
第12節雑員Ij (第91条)

第 3章別科
第 l節収容定員(第92条)
第 2節学年、学期及び休業日(第93条)
第 3節修業年限及び在学期間(第94条・第95条)
第4節入学(第96条ー第101条)
第 5節履修方法等(第102条・第103条)
第 6節休学、復学、退学及び除籍(第104条・第105条)
第 7節修了(第106条)
第8節賞罰(第107条)
第 9節検定料、入学料及び授業料(第108条)
第10節雑則(第109条)

附員IJ

第 1章学部

第 1節 学部、学科又は課程の目的等
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(学部、学科又は課程の目的等)
第 1条 宮崎大学(以下「本学」という。)に置く学部、学科又は課程は、人材の養成に関する目

的その他教育研究上の目的を定め、公表するものとする。
2 前項の目的は、各学部において別に定める。

第 2節収容定員

(収容定員)
第 1条の 2 本学に置く学部の収容定員は、次のとおりとする。

学 部 学科 . 課程 入学定員

教育文化学部 学校教育課程 150 人
人聞社会課程 80 

言十 230 

医 学 割日 医 戸守~ー. 科 110 

看 護 学 科 60 (10) 

計 170(10) 

工 学 部 環境応用化学科 58 
社会環境システム工学科 53 
環境ロボティクス学科 49 
機械設計システム工学科 54 
電子物理工学科 53 
電気システム工学科 49 
情報システム工学科 54 

(10) 

言十 370 (10) 

農 A寸t 部 植物生産環境科学科 50 
森林緑地環境科学科 50 
応用生物科学科 55 
海洋生物環境学科 30 
畜産草地科学科 50 
獣 医 Aナ主， 科 30 

言十 265 

メ日入 計 1，035 (20) 

備考 ( )書きは、第 3年次編入学定員分で外数である。

第 3節学年、学期及び休業日

(学年)
第 2条 学年は、 4月 1日に始まり、翌年 3月31日に終わる。

(学期)
第 3条学年を次の 2学期に分ける。

前学期 4月 1日から 9月30日まで
後学期 10月 1日から翌年 3月31日まで

(イ木業日)

28-

収容定員

600 人
320 

920 

660 
240 (20) 

900(20) 

232 
212 
196 
216 
212 
196 
216 
(20) 

1，480 (20) 

200 
200 
220 
120 
200 
180 

1， 120 

4，420(40) 



第4条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 春季休業
(4) 夏季休業
(5) 冬季休業

2 前項第 3号から第 5号までの期間については、別に定める。
3 学長は、必要があると認める場合は、臨時の休業日を定めることができる。
4 学長は、必要があると認める場合は、休業日であっても授業を行う日とすることができる。

第4節修業年限及び在学期間

(修業年限)
第 5条 学部の修業年限は、 4年とする。ただし、医学部医学科及び農学部獣医学科においては 6

年とする。

(在学期間)
第6条 学生の在学期間は、前条に規定する修業年限の 2倍の期間を超えることはできない。ただ

し、医学部医学科においては第 1年次及び第 2年次、第 3年次及び第4年次、第 5年次及び第
6年次のそれぞれについて、通算して 4年を超えることはできない。

2 第13条第 1項の規定により入学した学生の在学期間は、同条第 2項の規定により定められた在
学すべき年数の 2倍の期間を超えることはできない。

第 5節 入学

(入学の時期)
第7条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、再入学及び転入学については、学期の始めと

することができる。

(入学資格)
第8条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
( 1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による 12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における 12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣

の指定した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当

該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が 3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修
了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第l号)による高等学校卒業程度認

定試験に合格した者(同規則附則第 2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和2
6年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) 学校教育法第90条第 2項の規定により大学に入学した者にあっては、本学において、大学に
おける教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者

(9) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある
と認、めた者で、 18歳に達した者

(入学の志願)
第 9条 本学への入学を志願する者は、入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて、願

い出なければならない。

(合格者の決定)
第 10条 学長は、前条の規定による入学志願者について、別に定めるところにより選考の上、当

該学部教授会(基本規則第48条で定める教授会をいう。以下同じ。)の議を経て、合格者を決定
する。
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(入学の手続)
第 11条 前条の規定による合格者で、本学に入学しようとする者は、所定の期日までに、所定の

書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。

(入学の許可)
第 12条 学長は、前条の規定により、入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予を申請

している者を含む。)に対し、入学を許可する。

(再入学、編入学及び転入学)
第 13条 学長は、次の各号のーに該当する者で、本学への入学を志願する者があるときは、男IJに

定めるところにより選考の上、当該学部教授会の議を経て、相当年次に入学を許可することが
できる。
(1) 第36条若しくは第37条第 3号から第 5号までのーの規定により本学の一学部を退学し、又は

除籍された者で、当該学部に再入学を願い出た者
(2) 大学を卒業し、又は退学した者で、編入学を願い出た者
(3) 短期大学、高等専門学校、旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者で、

編入学を願い出た者
(4) 専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者(ただし、

学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条に規定する大学入学資格を有する者に限る。)で、
編入学を願い出た者

(5) 学校教育法施行規則IJ(昭和22年文部省令第11号)附則第 7条の規定に該当する者で、編入学
を願い出た者

(6) 他の大学に在学する者で、当該大学の学長が転入学の志願を承認した者
2 前項の規定により、入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位の取扱い並
びに在学すべき年数については、当該学部教授会の議を経て学部長が決定する。

3 第 9条、第11条及び第12条の規定は、第 1項の規定により入学する者にこれを準用する。

第6節 教育課程、履修方法等及び教員免許状

(教育課程の編成方針)
第 14条 本学は、基本規則第 2条に定める目的及び使命並びに各学部及び学科又は課程等の教育

上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し 3 体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い
教養を培うよう適切に配慮するものとする。

(授業科目及び履修方法等)
第 15条 本学で開設する授業科目及び履修方法等は、別に定める。
2 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、
当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第 15条の 2 本学は、学部の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実

施するものとする。

(単位の修得)
第 16条 学生は、 53IJに定めるところにより授業科目を履修し、所定の単位を修得しなければなら

ない。
2 学部は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が
修得すべき単位数について、学生が 1年間又は 1学期に履修科目として登録することができる
単位数の上限を定めるよう努めなければならない。

3 学部は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については，
前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

(他学部等の授業科目の履修)
第 17条 学生は、別に定めるところにより他の学部又は所属する学部の他の学科・課程の授業科

目を履修することができる。

(教員免許状授与の所要資格取得のための履修等)
第 18条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律
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第147号)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければ
ならない。

2 前項の規定により、所要の単位を修得した者が取得できる教員の免許状の種類は、次のとおり
とする。

区 分 教員免許状の種類 免 許 教 科

幼稚園教諭一種
教 免 許 状

小学校教諭一種
免 許 状

育 学校教育課程
中学校教諭一種 国語、社会、数学、理科、

音楽、美術、保健体育、
免 言午 状 技術、家庭、英語

文
高等学校教諭一種 国語、地理歴史、公民、

数学、理科、音楽、美術、
l 免 許 状 保健体育、工業、家庭、

化 英語

特別支援学校教諭 知的障害者、肢体不自由者、
一種免 許状 病弱者

ラA主4ー』

人 言語文化コース 高等学校教諭一種 英語
間 免 許 状
社

部 dコh== 

課 社会システムコース 高等学校教諭一種 地理歴史、公民
程 免 許 状

環境応用化学科 高等学校教諭一種 理科、工業
免 言午 状

社会環境システム工学科 高等学校教諭一種 工業
工 免 言午 状

環境ロボティクス学科 高等学校教諭一種 工業
免 許 状

井う4ーL 

機械設計システム工学科 高等学校教諭一種 工業
免 許 状

部 電子物理工学科 高等学校教諭一種 理科、工業
免 許 状

電気システム工学科 高等学校教諭一種 工業
免 号午 状

情報システム工学科 高等学校教諭一種 工業
免 許 状

植物生産環境科学科 高等学校教諭一種 理科、農業
免 言午 状

農 森林緑地環境科学科 高等学校教諭一種 理科、農業
免 許 状

応用生物科学科 高等学校教諭一種 理科、農業
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免 許 状
弓品ー

海洋生物環境学科 高等学校教諭一種 理科、水産
免 言午 状

畜産草地科学科 高等学校教諭一種 理科、農業
部 免 言午 状

獣 医 守山ー 科 高等学校教諭一種 農業
免 音午 状

(他の大学等における授業科目の履修等)
第 19条 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学(以下「他の大学等」という。)と

の協議に基づき、学生に当該他の大学等の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により修得した授業科目の単位については、 60単位を超えない範囲で、当該学部教
授会の議を経て、学部長が本学学部における授業科目の履修により修得したものとみなすこと
ができる。

3 第 1項の規定により、他の大学等で履修した期間は、本学の修業年限に算入する。
4 第 2項及び第 3項の規定は、第35条の規定により学生が外国の大学及び短期大学(以下「外国
の大学等」とし、う。)に留学する場合に準用する。

(休学期間中の外国の大学等における学修)
第 20条 教育上有益と認めるときは、外国の大学等との協議に基づき、学生が休学期間中に外国

の大学等の授業科目を履修し、修得した単位を、当該学部教授会の議を経て、学部長が本学学
部における授業科目の履修により修得したものとみなし、認定することができる。

(大学以外の教育施設等における学修)
第 21条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学

修その他文部科学大臣が定める学修を、当該学部教授会の議を経て、学部長が本学学部におけ
る授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

(入学前の既修得単位等の取扱い)
第 22条 教育上有益と認めるときは、第12条の規定により本学に入学した者が本学入学前に大学

又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準第31条に定める
科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該学部教授会の議を経て、学部長が本学入学
後の本学学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 教育上有益と認めるときは、学生が本学入学前に行った第21条に規定する学修を、当該学部教
授会の議を経て、学部長が本学学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることがで
きる。

3 前 2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、第13条に規定
する再入学、編入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第19
条第 2項及び第20条並びに第21条に規定する単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

4 第 1項及び第 2項に規定する授業科目及び単位の認定に係る手続等については、別に定める。

(単位の計算方法)
第 23条 授業科目の単位の計算方法は、 1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をも

って構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必
要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
( 1) 講義及び演習については、 15時間から30時間までの範囲で各学部が定める時間の授業をもっ

て 1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、 30時間から45時間までの範囲で各学部が定める時間の授業

をもって 1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業について
は、各学部が定める時間の授業をもって 1単位とすることができる。

(3) ーの授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用によ
り行う場合については、その組み合わせに応じ、前 2号に規定する基準を考慮して各学部が
定める時間の授業をもって 1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目についてはこれらの学修の成果を
評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、
各学部において単位数を定めることができる。

-32ー



( 1年間の授業期間)
第 24条 1年間の授業を行う期聞は，定期試験等の期間を含め、 35週にわたることを原則とする。

(授業科目の授業期間)
第 25条 各授業科目の授業は、 10週又は15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、

教育上必要があり、かっ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、この限
りでない。

(授業科目の成績)
第 26条 授業科目を履修した学生に対しては、別に定めるところにより成績評価を行う。

(成績評価基準等の明示等)
第 26条の 2 各学部は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに 1年間の授業の計画をあらか

じめ明示するものとする。
2 各学部は、学習の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保する
ため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行
うものとする。

(単位の授与)
第 27条 授業科目を履修し、その成績評価に合格した者には、所定の単位を与える。

(遠隔授業による修得単位)
第 28条 第15条第 2項の授業方法により修得した単位は、 60単位を超えない範囲で、卒業に必要

な単位の中に算入することができる。ただし， 124単位を超える単位数を卒業要件とする学部に
あっては，別に定める。

(委任規定)
第 29条 本節に規定するもののほか、教育課程及び履修方法等に関し必要な事項は、各学部長が

別に定める。

第 7節休学、復学、転学部、転学、留学、退学及び除籍

(休学)
第 30条 疾病その他止むを得ない事由により引き続き 2か月以上修学することができない者は、

学部長の許可を得て休学することができる。
2 学部長は、疾病その他の事由により修学することが適当でないと認められる者については、当
該学部教授会の議を経て、休学を命ずることができる。

(休学期間)
第 31条 休学期聞は、 1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、 1年を限度として休

学期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は、通算して修業年限を超えることができない。ただし、医学科にあっては通算して
4年を超えることができない。

3 休学期間は、第 6条に規定する在学期間には算入しない。

(復学)
第 32条 休学期間中に、その理由が消滅した場合は、学部長の許可を得て復学することができる。
2 第30条第 2項の規定により休学を命ぜられた者が復学するときは、医師の診断書を添え、その
所属する学部長に願い出て、当該学部教授会の議を経て、学部長の許可を得なければならない。

(転学部、転学科及び転課程)
第 33条 学生が、他の学部に転学部の志願をしようとするときは、その所属する学部長に願い出

て、当該学部及び志願する学部の教授会の議を経て、学長の許可を得なければならない。
2 学生が、その所属する学部の学科又は課程から同一学部の他の学科又は課程に転じようとする

ときは、その所属する学部長に願い出て、当該学部教授会の議を経て、学部長の許可を得なけ
ればならない。

3 第13条第 2項の規定は、前 2項の規定により転学部、転学科文は転課程をする者に、これを準
用する。
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4 第 1項及び第 3項に定めるもののほか、転学部に関し必要な事項は、別に定める。

(転学)
第 34条 学生が、他の大学への入学又は転入学を志願しようとするときは、理由書を添え、その

所属する学部長を経て、学長に願い出なければならない。

(留学)
第 35条 学長は、教育上有益と認めるときは、外国の大学等との協議に基づき、学生を外国の大

学等に留学させることができる。
2 留学に関し必要な事項は、別に定める。

(退学)
第 36条 学生が、退学しようとするときは、学長に願い出て、その許可を得なければならない。

(除籍)
第 37条 次の各号のーに該当する者については、当該学部教授会の議を経て、学長は、これを除

籍する。
( 1) 第 6条に規定する在学期間を超えた者
(2) 第31条第 1項及び第 2項に規定する休学期間を超えた者
(3) 第49条第 3項から第 5項に規定する納付すべき入学料を納付しない者
(4) 第55条の規定により、授業料の徴収の猶予の許可を得ないでその納付を怠り、又は同条の規

定により許可された授業料の徴収の猶予期限を経過し、かっ、督促を受けてもこれを納付し
ない者

(5) 行方不明の届出があった者

第8節卒業及び学位

(卒業の認定)
第 38条 卒業の認定は、第 5条に規定する修業年限(第13条第 1項の規定により入学した者にあ

つては、同条第 2項の規定により定められた在学すべき年数)以上在学し、所定の単位数(医
学部医学科にあっては授業時間数を含む。)を修得し、かつ、学部が定める卒業の審査に合格し
た者について、当該学部教授会の議を経て、学長が行う。

(卒業証書・学位記の授与)
第 39条 学長は、前条の規定により卒業の認定をした者に対し、卒業証書・学位記を授与する。

(学位の授与)
第 40条卒業の認定を受けた者には，

教育文化学部学校教育課程
教育文化学部人聞社会課程
医学部医学科
医学部看護学科
工学部
農学部(獣医学科を除く。)
農学部獣医学科

次の区分に従い学位を授与する。
学士(教育学)
学士(教養)
学 士( 医学 )
学士(看護学)
学 士( 工学 )
学士(農学)
学士(獣医学)

2 学位に関し必要な事項は、別に定める。

第 9節賞罰

(表彰)
第 41条 表彰に価する行為があった学生は、当該学部教授会の議を経て、学長がこれを表彰するこ

とができる。

(懲戒)
第 42条 この規則その他本学の諸規定に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、

当該学部教授会の議を経て、学長が懲戒する。
2 前項に規定する懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項に規定する退学は、次の各号のーに該当する者に対して行うことができる。
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第 10節厚生施設

(学生寄宿舎及び国際交流宿舎)
第43条 本学に、学生寄宿舎及び国際交流宿舎を置く。
2 学生寄宿舎及び国際交流宿舎に関し必要な事項は、別に定める。

第 11節 研究生、科目等履修生、特別穂、講学生及び外国人留学生

(研究生)
第44条 本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、当該

学部の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、当該学部教授会の議を経て、学長は、研
究生として入学を許可することができる。

2 研究生に関し必要な事項は、別に定める。

(科目等履修生)
第45条 本学の学生以外の者で、本学が開設するー又は複数の授業科目を履修することを志願す

る者があるときは、当該学部の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、当該学部教授会
の議を経て、学長は、科目等履修生として入学を許可することができる。

2 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。

(特別聴講学生)
第46条 他の大学若しくは短期大学又は外国の大学等の学生で、本学の授業科目を履修すること

を志願する者があるときは、当該他大学若しくは短期大学又は外国の大学等との協議に基づき、
当該学部の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、当該学部教授会の議を経て、学長は、
特別聴講学生として入学を許可することができる。

2 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。

(外国人留学生)
第47条 外国人で、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、当該学部教授会の議を経

て、学長は、外国人留学生として入学を許可することができる。
2 前項の外国人留学生に対しては、第15条に掲げるもののほか、日本語科目及び日本事情に関す
る科目を置くことができる。

3 前2項に規定するもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。

第 12節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料

(検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額)
第48条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額は、別に定める。

(入学料)
第49条 入学料は、入学を許可するものとしての通知を行い、本学所定の入学手続をするときま

でに徴収する。
2 所定の期日までに、入学料を納付しない者(入学料の免除申請書又は徴収猶予申請書を受理さ
れた者を除く。)は、入学を許可しない。

3 入学料の免除の不許可及び半額免除の許可になった者については、免除の不許可及び半額免除
の許可が告知された日から起算して14日以内に、納付すべき入学料を徴収する。

4 入学料の徴収猶予の不許可になった者については、徴収猶予の不許可が告知された日から起算
して14日以内に、納付すべき入学料を徴収する。

5 入学料の徴収猶予の許可になった者については、徴収猶予期間経過後14日以内に、納付すべき
入学料を徴収する。

(入学料の免除及び徴収猶予)
第 50条 特別な事情により入学料の納付が困難であると認められる者に対しては、入学料を免除
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し、あるいは徴収を猶予することができる。
2 入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項については、別に定める。

(授業料)
第 51条 授業料は、次に定める前期及び後期の 2期に区分し、それぞれ年額の 2分の 1に相当す

る額を徴収する。
前期 4月から 9月までの分 4月30日まで
後期 10月から翌年 3月までの分 10月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、
当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収する。

(休学及び復学の場合の授業料)
第 52条 授業料の納入期限までに休学を許可され若しくは休学を命ぜられ又は授業料の徴収猶予

を受けていた者が休学を許可され若しくは休学を命ぜられた場合は、月割計算により休学当月
の翌月から復学当月の前月までの授業料を免除する。

2 前期又は後期の中途において、復学した者の授業料の額は、年額の12分の 1に相当する額に復
学した月から当該期末までの月数を乗じた額とし、復学の日の属する月に徴収する。

(学年の中途で卒業する場合の授業料)
第 53条 学年の中途で卒業する見込みの者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の 1

に相当する額に在学する予定の月数を乗じた額とし、当該学年の始めの月に徴収する。ただし、
卒業する月が後期の徴収の時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料
は、後期の徴収の時期に徴収するものとする。

(退学及び停学の場合の授業料)
第 54条 前期又は後期の中途において、退学し又は除籍された者の当該期分の授業料は、徴収す

る。ただし、第37条第 3号、第 4号、第 5号若しくは死亡による除籍の場合は、この限りでな
し、。

2 停学期間中の授業料は、徴収する。

(授業料の免除及び徴収猶予)
第 55条 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かっ、学業優秀と認められる者、その他

特別な事情があると認められる者に対しては、授業料の免除あるいは徴収を猶予することがで
きる。

2 授業料の免除及び徴収の猶予に関し必要な事項については、別に定める。

(寄宿料)
第 56条 寄宿料は、 jjlJに定めるところにより徴収する。

(寄宿料の免除)
第 57条 死亡した者、行方不明の理由により除籍された者又は災害の理由により寄宿料の納付が

著しく困難と認められる者に対しては、寄宿料を免除することができる。
2 寄宿料の免除に関し必要な事項については、別に定める。

(既納の授業料等)
第 58条 既納の検定料、入学料、授業料及び寄宿料は、これを返還しない。ただし、第 2項及び

第 3項に該当する場合は、この限りでない。
2 第 2次の学力検査等において、出願書類等による第 1段階目の選抜を行い、その合格者に限り
学力検査その他による第 2段階目の選抜を行う場合、第 1段階目の選抜で不合格となった者に
対しては、所定の期日までに当該者の申出があった場合には、既納の検定料のうち、 jjlJに定め
る第 2段階目の選抜に係る額に相当する額を返還する。

3 第51条第 2項の規定により前期分授業料徴収の際、後期分授業料を併せて納付した者が、後期
分授業料の徴収時期前に休学又は退学し、納付した者の申出があった場合には、後期分の授業
料に相当する額を返還する。

(研究生及び科目等履修生の検定料、入学料及び授業料並びに特別聴講学生の授業料)
第 59条 研究生及び科目等履修生の検定料、入学料及び授業料の額は、別に定める。
2 研究生及び科目等履修生の検定料、入学料及び授業料の徴収方法については、別に定める。
3 国立大学の学生である特別聴講学生については、検定料、入学料及び授業料は徴収しない。
4 公私立大学の学生である特別聴講学生については、授業料のみを徴収する。この場合の授業料
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の額及び徴収方法は、別に定める。

第 2章大学院

第 1節課程等の目的

(課程等の目的)
第 60条 本学大学院(以下「大学院」という。)に置く修士課程は、広い視野に立って精深な学

識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を
養うことを目的とする。

2 医学獣医学総合研究科博士課程及び農学工学総合研究科博士後期課程は、専攻分野について、
研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な
高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

3 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓抜した能力を
培うことを目的とし、そのうち教育学研究科の教職大学院にあっては、専ら幼稚園、小学校、
中学校、高等学校及び中等教育学校の高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員養成の
ための教育を行うことを目的とする。

4 各研究科又は専攻の目的は、各研究科において別に定める。

第 2節収容定員

(収容定員)
第 61条 大学院に置く研究科の収容定員は、次のとおりとする。

博士課程

修士課程
研究科名 専 攻 名 博士後期課程

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員

教職 実践 開発 専攻
教育学研究科 学校教育支援専攻 自 16 

計 8 16 

看護学研究科 看 t葺 ~記r長 専 攻 10 20 

言十 10 20 

応用物理学専攻 17 34 

物質 環境 化学 専攻 27 54 

電気電子工学専攻 36 72 

工学研究科 土木環境工学専攻 16 32 

機械システム工学専攻 19 38 

情報システム工学専攻 19 38 

計 134 268 

農学研究科 農 学 専 攻 68 136 

計 68 136 

医学獣医学総合 医科学獣医科学専攻 8 16 

研究科 医学獣医学専攻 23 92 

計 8 16 23 92 

資源環 境科 学専 攻 7 21 
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専門職学位課程

入学定員 収容定員

28 56 

28 56 



農学工学総合 生物機能応用科学専攻
研究科 物質・情報工学専攻

言十

合 言十

第3節学年、学期及び休業日

(学年、学期及び休業日)

4 12 
5 15 

16 48 

228 456 39 140 

第 62条 学年、学期及び休業日は、第 2条から第4条までの規定を準用する。

第4節修業年限及び在学期間

(標準修業年限)
第 63条修士課程の標準修業年限は、 2年とする。
2 医学獣医学総合研究科博士課程の標準修業年限は、 4年とする。
3 農学工学総合研究科博士後期課程の標準修業年限は、 3年とする。

28 56 

4 教育学研究科専門職学位課程の標準修業年限は、 2年とする。ただし、教育上の必要があり、
主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間そ
の他の特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないと
きは、教育学研究科の定めるところにより、学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を 1年
以上 2年未満とすることができる。また、学部での免許状未取得者等に対して教育を行う場合
であって、教育上支障を生じないときは、教育学研究科の定めるところにより、学生の履修上
の区分に応じ、標準修業年限を 2年を超える期間とすることができる。

(在学期間)
第 64条 在学期間は、修士課程にあっては4年、医学獣医学総合研究科博士課程にあっては 8年、

農学工学総合研究科博士後期課程にあっては 6年、教育学研究科専門職学位課程にあっては前
条第 4項で定める学生の履修上の区分による標準修業年限の 2倍の年数を超えることができな
し、。

第 5節入学

(入学時期)
第 65条 入学は、学年の始めとする。ただし、各研究科においては、学期の始めとすることがで

きる。

(入学資格)
第 66条 修士課程及び教育学研究科専門職学位課程に入学することのできる者は、次の各号のい

ずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法第83条に定める大学の卒業者
(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における 16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国

の学校教育における 16年の課程を修了した者
(5) 専修学校の専門課程， (修業年限が 4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修
了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 大学に 3年以上在学し、又は外国において学校教育における 15年の課程を修了し、本学大学

院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものとして認めた者
(8) 我が固において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 16年の課程

を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置
づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(9) 学校教育法第102条第 2項の規定により大学院に入学した者にあっては、本学大学院におい
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て、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
(10) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認めた者で、 22歳に達した者
2 農学工学総合研究科博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当す
る者とする。

( 1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門

職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、
修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との聞の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51
年法律第72号)第 1条第 2項に規定する国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相当する
学位を授与された者

(6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院
設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の 2に規定する試験及び審査に相当するものに合
格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 学校教育法第102条第 2項の規定により大学院に入学した者にあっては、本学大学院におい

て、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
(9) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と

同等以上の学力があると認、めた者で、 24歳に達した者
3 医学獣医学総合研究科博士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する
者とする。
(1) 大学の医学、歯学又は修業年限6年の獣医学を履修する課程を卒業した者
(2) 外国において学校教育における 18年の課程(最終課程は、医学、歯学又は獣医学)を修了し

た者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が固において履修することにより当該外国

の学校教育における 18年の課程(最終課程は、医学、歯学又は獣医学)を修了した者
(4) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 18年の課程

(最終課程は、医学、歯学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとし
て当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に
指定するものの当該課程を修了した者

(5) 大学(医学、歯学又は修業年限 6年の獣医学を履修する課程を含むものに限る。)に 4年以
上在学し、本学大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 外国において学校教育における 16年の課程(医学、歯学又は獣医学を履修する課程を含むも

のに限る。)を修了し、本学大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認め
た者

(8) 学校教育法第102条第 2項の規定により大学院(医学、歯学又は獣医学を履修する課程を含
むものに限る。)に入学した者にあっては、本学大学院において、大学院における教育を受け
るにふさわしい学力があると認めた者

(9) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学(医学、歯学又は修業年限 6年の獣
医学を履修する課程を含むものに限る。)を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、
24歳に達した者

(入学者選抜)
第 67条 入学志願者に対しては、学力試験、面接試験及び健康診断を行い、これに出身大学長の

提出する調査書の成績等を総合し、当該研究科委員会(基本規則第49条で定める研究科委員会
をいう。以下同じ。)の議を経て、学長が合格者を決定する。

2 選抜の方法及び時期は、当該研究科において別に定める。

(入学手続及び入学許可)
第 68条 前条の選抜試験(再入学及び転入学を含む。)に合格した者は、当該研究科において別

に定めるところにより入学の手続を行い、かっ、誓約書を提出しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

(転入学及び再入学)
第 69条 退学し、又は除籍(第83条において準用する第37条第 3号から第 5号までの規定のいず
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れかに該当する者に限る。)された学生で、同一専攻に再入学を志願する者には、退学又は除籍
後 1年以内に限り、学長がこれを許可することができる。ただし、医学獣医学総合研究科博士
課程及び農学工学総合研究科博士後期課程においては、当該研究科の定めるところにより、退
学又は除籍後 3年以内に限り、学長がこれを許可することができる。

2 転入学を志願する者があるときは、その志願する研究科の専攻に欠員がある場合に限り、選考
の上、学長がこれを許可することがある。

第6節 教育課程、教育方法等、課程の修了要件及び教員免許状

(教育課程の編成方針)
第 70条 大学院の教育は、研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を

開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導Jという。)の計画を策定し、
体系的に教育課程を編成するものとする。

2 教育課程の編成に当たっては、各研究科は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修
得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を溜養するよう適切に配慮しな
ければならない。

(教育方法等)
第 70条の 2 大学院(教職大学院を除く。)の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行

うものとする。
2 教職大学院の教育は、授業科目の授業によって行うものとする。
3 教育上特別の必要があると認、められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業
又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

4 各研究科が、ーの授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の
併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、第23条第 1項
第 1号及び第 2号に規定する基準を考慮して各研究科が定める時間の授業をもって 1単位とす
る

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第 70条の 3 本学は、大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研

修及び研究を実施するものとする。

(履修方法)
第 71条 各研究科における授業科目の内容、単位数及び研究指導の内容並びにこれらの履修方法

は、各研究科において定める。
2 教育上有益と認めるときは、他大学の大学院において、当該大学院の授業科目を履修すること
ができる。

3 前項の規定により履修した授業科目の単位は、各研究科委員会の議に基づき、 10単位を超えな
い範囲で、本学で履修した単位に算入できる。ただし、教職大学院においては、 24単位を超え
ない範囲とする。

4 第2項及び第 3項の規定は、第82条の規定による留学の場合に準用する。

(長期にわたる教育課程の履修)
第 72条 学生が、職業を有している等の事情により、第63条に規定する標準修業年限を超えてー

定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たとき
は、その計画的な履修を認めることができる。

2 前項の規定により、計画的な履修を認められた者の受入れについて、必要な事項は、各研究科
において定める。

(入学前の既修得単位の認定)
第 73条 各研究科は、教育上有益と認めるときは、学生が当該研究科に入学する前に大学院にお

いて履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準第15条に定める科目等履修生と
して修得した単位を含む。)を、当該研究科委員会の議を経て、研究科長が当該研究科に入学し
た後の当該研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項により修得したものとみなすことのできる単位数は、第71条第 3項に規定する単位とは別
に10単位を超えない範囲で、修了の要件として算入できるものとする。ただし、教職大学院に
おいては、第71条第 2項の規定により履修した単位数及び第76条第 5項の規定により免除され
た単位数と合わせて、 24単位を超えない範囲とする。
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(研究指導委託)
第 74条 研究科において、教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等(以下「他の大

学院等Jという。)との協議に基づき、学生に他の大学院等において必要な研究指導を受けさせ
ることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期
間は、 1年を超えないものとする。

(単位の認定)
第 75条 単位の認定は、試験又は研究報告等によって行い、合格した科目については所定の単位

を与える。

(成績評価基準等の明示等)
第 75条の 2 各研究科は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに 1年間の授

業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 各研究科は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了認定に当たっては、客観性及び
厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にし
たがって適切に行うものとする。

(課程の修了要件)
第 76条 修士課程の修了要件は、当該課程に 2年以上在学し、 30単位(教育学研究科学校教育

支援専攻にあっては、 32単位、看護学研究科看護学専攻実践看護者育成コースがん看護領域に
あっては、 34単位、実践助産学領域にあっては、 58単位、医学獣医学総合研究科医科学獣医科
学専攻にあっては、生物系以外の学部を卒業した者は「基礎細胞生物学J2単位を含む32単位)
以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、修士論文又は
特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期
間に関しては、優れた業績を上げた者については、 1年以上在学すれば足りるものとする。

2 医学獣医学総合研究科博士課程の修了要件は当該課程に4年、農学工学総合研究科博士後期課
程の修了要件は当該課程に 3年以上在学し、研究科が定めた所定の単位を修得し、かっ、必要
な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期
間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、医学獣医学総合研究科博士課程にあっ
ては 3年、農学工学総合研究科博士後期課程にあっては修士課程の在学期間を含めて 3年以上
在学すれば足りるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定に
より、大学院への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた
者が、農学工学総合研究科博士後期課程に入学した場合の当該課程の修了要件は、当該課程に
3年以上在学し、研究科が定めた所定の単位を修得し、かっ、必要な研究指導を受けた上、博
士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究
業績を上げた者については、当該課程に 1年以上在学すれば足りるものとする。

4 教育学研究科専門職学位課程の修了要件は、当該課程に第63条第4項で定める標準修業年限以
上在学し、 48単位以上を修得するものとする。

5 教育学研究科専門職学位課程は、教育上有益と認めるときは、当該課程に入学する前の小学校
等の教員としての実務の経験を有するものについて、 10単位を超えない範囲で、実習により修
得する単位の全部又は一部を免除することができる。

6 教育学研究科専門職学位課程は、第73条の規定により当該課程に入学する前に修得した単位を
当該課程において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該課程の教育課
程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して当
該課程の課程の標準修業年限の 2分の 1を超えない範囲で当該課程が定める期間在学したもの
とみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも 1年以上在学す
るものとする。

(修士論文及び博士論文の審査)
第 77条修士論文及び博士論文の審査については、別に定める。
2 各研究科は、必要があるときは、修士論文及び博士論文の審査について他の大学院等の教員等
の協力を求めることができる。

(最終試験)
第 78条 最終試験は、所定の単位を修得し、かっ、修士論文及び博士論文の審査に合格した者に

ついて行い、その成績は、合格及び不合格の 2種とする。
2 最終試験に関し、必要な事項は、各研究科において定める。

(教員の免許状授与の所要資格の取得)
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第 79条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律

第 147号)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければ

ならない。

2 本学の研究科において取得できる教員の免許状の種類は、次のとおりとする。

研究科 専 攻 教員免許状の種類 免許教科

幼稚園教諭

専修免許状

小学校教諭

専修免許状

中学校教諭 国語、社会、数学、

専修免許状 理科、音楽、美術、

教職実践開発専攻 保健体育、技術、

家庭、英語

高等学校教諭 国語、地理歴史、

専修免許状 公民、数学、理科、

音楽、美術、

保健体育、工業、

教育学研究科 家庭、英語

幼稚園教諭

専修免許状

小学校教諭

専修免許状

中学校教諭 国語、社会、数学、

専修免許状 理科、音楽、美術、

保健体育、技術、

学校教育支援専攻 家庭、英語

高等学校教諭 国語、地理歴史、

専修免許状 公民、数学、理科、

音楽、美術、

保健体育、工業、

家庭、英語

特別支援苧校教諭 知的障害者、肢体

専修免許状 不自由者、病弱者

応用物理学専攻 高等学校教諭 工業、理科

専修免許状

物質環境化学専 攻 高等学校教諭 工業、理科

専修免許状

電気電子工学専 攻 高等学校教諭 工業

専修免許状

工学研 究 科

土木環境工学専攻 高等学校教諭 工業

専修免許状

機械システム工学専攻 高等学校教諭 工業

専修免許状

情報システム工学専攻 高等学校教諭 工業
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専 修免許状

農学研究科|農 学 専 攻|高等学校教諭|農業、水産

専修免許状

第7節休学、転学、留学、復学、退学及び除籍

(休学)
第 80条 休学は、第30条及び第31条の規定を準用するほか、当該研究科において別に定める。

(転学)
第 81条 学生が他の大学院に転学しようとするときは、その理由を具して当該研究科委員会の議

を経て、学長の許可を得なければならない。

(留学)
第 82条 学生は、外国の大学で学修するため、研究科長の許可を経て留学することができる。
2 前項の留学期間は、第63条の期間に含まれるものとする。

(復学、退学及び除籍)
第 83条 復学、退学及び除籍は、第32条、第36条及び第37条の規定を準用するほか、当該研究科

において別に定める。

第8節 学位
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看護学研究科
工学研究科
農学研究科

(学位授与)
第 85条 修士課程、医学獣医学総合研究科博士課程、農学工学総合研究科博士後期課程及び教育

学研究科専門職学位課程を修了した者には、前条の区分に従い学位を授与する。
2 前項に定めるもののほか、博士の学位は、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学
院の医学獣医学総合研究科博士課程及び農学工学総合研究科博士後期課程を修了した者と同等
以上の学力を有することを確認された者にも授与するニとができる。

3 学位に関する規程は、 ))IJに定める。

第 9節賞罰

(賞罰)
第 86条 賞罰については、第41条及び第42条の規定を準用する。

第 10節 研究生、科目等履修生、外国人留学生、特別聴講学生及び特別研究学生
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(研究生、科目等履修生及び外国人留学生)
第 87条 大学院に、研究生、科目等履修生及び外国人留学生を入学させることができる。
2 研究生、科目等履修生及び外国留人学生は、第44条、第45条及び第47条の規定を準用するほか、
必要な事項は当該研究科において別に定める。

(特別聴講学生)
第 88条 本学大学院の授業科目を履修することを希望する他の大学又は外国の大学の大学院の学

生があるときは、当該他大学又は外国大学との協議に基づき特別聴講学生として授業科目の履
{彦を認lめることがある。

2 前項により、授業科目の履修を認められた学生は、前条第 2項の規定を準用する。

(特別研究学生)
第 89条 他の大学院又は外国の大学院の学生で、本学大学院で研究指導を受けることを志願する

者があるときは、当該大学院との協議に基づき、特別研究学生として受入れることがある。
2 特別研究学生に関する規程は、別に定める。

第 11節 検定料、入学料及び授業料

(検定料、入学料及び授業料)
第 90条 研究科の学生の検定料、入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は、別に定める。
2 研究生及び特別聴講生の検定料、入学料及び、授業料の額は、jJlJに定める。ただし、特別聴講
学生が国立の大学の学生であるときは、授業料は徴収しないものとする。
(1) 授業料は、それぞれの在学予定期間に応じ 3月分又は 6月分に相当する額を当該期間の当初

の月に徴収するものとする。ただし、在学予定期聞が 3月未満又は 6月未満であるときは、
その期間分に相当する額を当該期間の当初の月に徴収するものとする。

(2) 検定料及び入学料の徴収方法は、別に定める。
3 既納の検定料、入学料及び授業料は返還しない。
4 経済的理由等又は特別な事情あるいはやむを得ない事情により、入学料又は授業料等の納付が
困難な者は、別に定める内規により、入学料の免除あるいは徴収猶予、又は授業料等の免除あ
るいは徴収猶予の取扱いを受けることができる。

第 12節雑則

(準用)
第 91条 大学院学生に関し必要な事項は、この章によるほか、第 1章の学部学生に関する規定を

準用する。この場合において、「学部」とあるのは「研究科」と、「学部長」とあるのは「研究
科長」と、「学部教授会Jとあるのは「研究科委員会」と読み替えるものとする。

第 3章 別 科

第 1節収容定員

(収容定員)
第 92条 本学に置く別科の収容定員は、次のとおりとする。

jJlJ 科 名 専 修 収容定員

畜産専修 4 

畜産別科
言十 4 

2 別科に関し必要な事項は、別に定める。

第 2節学年、学期及び休業日
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(学年、学期及び休業日)
第 93条 学年、学期及び休業日は、第 2条から第4条までの規定を準用する。

第 3節修業年限及び在学期間

(修業年限)
第 94条 本学別科(以下「別科」という。)の修業年限は、 1年とする。

(在学期間)
第 95条 在学期間は、 1年とする。ただし、特別の事情があると認めたときは、願い出により

2年を超えない範囲において、その延長を許可することができる。

第4節入学

(入学の時期)
第 96条入学の時期は、学年の始めとする。

(入学資格)
第 97条 別科に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
( 1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による 12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において、学校教育における 12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学

大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が 3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修
了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認

定試験に合格した者(同規則附則第 2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和2
6年文部省f令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) 学校教育法第90条第 2項の規定により大学に入学した者にあっては、本学において、大学に
おける教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者

(9) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある
と認めた者で、 18歳に達した者

(入学の志願)
第 98条 入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に所定の検定料を添えて、別科の基礎とな

る当該学部の長に願い出なければならない。
(1) 入学願書
(2) 調査書

(合格者の決定)
第 99条 学長は、前条の規定による入学志願者について、別に定めるところにより選考の上、

当該別科委員会の議を経て、合格者を決定する。

(入学手続)
第 100条 前条の規定による合格者で、別科に入学しようとする者は、所定の期日までに、所

定の書類を提出するとともに、所定の入学科を納付しなければならない。

(入学許可)
第 101条 学長は、前条の規定により、入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予を

申請している者を含む。)に対し、入学を許可する。

第 5節履修方法等
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(授業科目及び履修方法等)
第 102条 別科で開設する授業科目及び履修方法等は、別に定める。

(単位の授与)
第 103条 授業科目を履修し、その成績評価に合格した者には、所定の単位を与える。

第 6節休学、復学、退学及び除籍

(休学)
第 104条休学は、第30条の規定を準用する。

(復学、退学及び除籍)
第 105条 復学、退学及び除籍は、第32条、第36条及び第37条の規定を準用する。

第 7節修了

(修了)
第 106条 別科に 1年以上在学し、所定の課程を修了した者には、修了証書を授与する。

第8節賞罰

(賞罰)
第 107条 賞罰については、第41条及び第42条の規定を準用する。

第 9節検定料、入学料及び授業料

(検定料、入学料及び授業料)
第 108条 検定料、入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は、別に定める。
2 既納の検定料、入学料及び授業料は返還しない。
3 経済的理由等又は特別な事情あるいはやむを得ない事情により、入学料又は授業料等の納付
が困難な者は、5J1]に定めるところにより、入学料の免除あるいは徴収猶予、又は授業料等の免
除あるいは徴収猶予の取扱いを受けることができる。

第 10節雑則

(準用)
第 109条 別科学生に関し必要な事項は、この章によるもののほか、第 1章の学部学生に関する

規定を準用する。この場合において、「学部」とあるのは「別科」と、「学部長」とあるのは「男iJ
科長」と、「学部教授会」とあるのは「別科委員会」と読み替えるものとする。

附 則
1 この規則は、平成16年4月 1日から施行する。
2 国立学校設置法の一部を改正する法律(平成15年法律第29号)附則第 2項の規定に基づき、平
成15年 9月30日に当該大学に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた宮
崎大学(以下「旧宮崎大学」という。)及び宮崎医科大学(以下「旧宮崎医科大学Jという。)
に在学し、かっ、平成16年 3月31日に!日宮崎大学及び旧宮崎医科大学に在学する者(r以下「在
学者」という。)並びに在学者の属する年次に編入学等する者が、在学しなくなるまでの問、国
立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第17条の規定により、旧宮崎大学及び旧宮崎医科大
学を卒業するために必要とされる教育課程の履修その他教育上必要な事項は、旧宮崎大学又は
旧宮崎医科大学の学則及びその他の規程等の定めるところによる。

3 旧宮崎大学及び旧宮崎医科大学の大学院に在学し、かっ、在学者及び在学者の属する年次に転
入学等する者が、在学しなくなるまでの問、国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第17
条の規定により、旧宮崎大学及び旧宮崎医科大学を修了するために必要とされる教育課程の履
修その他教育上必要な事項は、旧宮崎大学大学院規程又は旧宮崎医科大学大学院学則及びその
他の規程等の定めるところによる。
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附 則
1 この規則は、平成17年4月 1日から施行する。
2 第61条の表に定める修士課程及び博士前期課程の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平
成17年度は次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 平成17年度

学 校 教 育 専 攻 14 

教育学研究科

教 科 教 育 専 攻 62 

計 76 

医 科 学 専 攻 30 

医学系研究科

看 護 学 専 攻 10 

音オ 40 

応用物理学専攻 15 

物質環境化学専攻 21 

電気電子工学専攻 54 

工学研究科

土木環境工学専攻 36 

機械システム工学専攻 30 

情報システム工学専攻 18 

計 174 

生物生産科学専攻 21 

地域資源管理科学専攻 12 

農学研究科 森林草地環境科学専攻 10 

水 産 科 学 専 攻 12 

応用生物科学専攻 21 

計 76 

3 第61条の規定にかかわらず、工学研究科物質工学専攻及び情報工学専攻並びに農学研究科農
林生産学専攻、生物資源利用学専攻及び動物生産学専攻の収容定員については、次の表のとお
りとする。

研究科名 専 攻 名 平成17年度

物 質 工 学 専 攻 30 

工学研究科

情 報 工 学 専 攻 8 

計 38 

農林生産学専攻 40 

農学研究科 生物資源利用学専攻 15 

動物生産学専攻 21 
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計 76 

4 平成16年度以前に工学研究科物質工学専攻及び情報工学専攻並びに農学研究科農林生産学専
攻、生物資源利用学専攻及び動物生産学専攻に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正
後の第79条第 2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則
この規則は、平成17年 5月26日から施行し、平成17年4月 1日から適用する。

附員Ij

この規則は、平成17年10月27日から施行する。

附則
この規則は、平成17年12月22日から施行し、第 8条第 5号及び第66条第 5号の規定は、平成17年

12月1日から適用する。

附 則
1 この規則は、平成18年 4月 1日から施行する。
2 平成17年度に工学研究科物質環境化学専攻に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正
後の第79条第 2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則
1 この規則は、平成19年 4月 1日から施行する。
2 平成18年度以前に工学研究科博士前期課程に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後
の第79条第 2項に規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成18年度以前に工学研究科に入学した者の学位に関しては、なお従前の例による。
4 第61条の表に定める農学研究科修士課程の平成19年度の収容定員は、同表の規定にかかわらず、

次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 収容定員

生物生産科学専攻 37 
地域資源管理科学専攻 24 

農学研究科 森林草地環境科学専攻 20 
水産科学専攻 22 
応用生物科学専攻 41 

計 144 

5 第61条の表に定める農学工学総合研究科博士後期課程の収容定員は、同表の規定にかかわらず、
次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 平成19年度 平成20年度

資源環境科学専攻 4 8 

農学工学総合 生物機能応用科学専攻 4 自

研究科
物質・情報工学専攻 B 16 

計 16 32 

6 第61条の規定にかかわらず、工学研究科博士後期課程物質エネルギー工学専攻及びシステム工
学専攻の収容定員については、次の表のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 平成19年度 平成20年度

物質エネノレギー工学専攻 12 6 

工学研 究科 シ ステ ム工 学専攻 12 6 
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計 24 12 

附則
この規則は、平成20年 1月24日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

附員IJ

1 この規則は、平成20年4月 1日から施行する。
2 第 1条の 2の表に定める教育文化学部の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成20年度か

ら平成22年度までは、次のとおりとする。

学 部 課 程 平成20年度 平成21年度 平成22年度

学校 教 育 課 程 450 500 550 

人 間 社会 課程 80 160 240 

教育文化学部 地域 文 化 課 程 90 60 30 

生活 文 化 課 程 120 80 40 

社会システム課程 180 120 60 

計 920 920 920 

3 平成19年度以前に教育文化学部地域文化課程、生活文化課程及び社会システム課程に入学した
者が取得できる免許状の種類は、改正後の第18条第 2項に規定にかかわらず、なお従前の例に
よる。

4 第61条の表に定める教育学研究科修士課程及び専門職学位課程の平成20年度の収容定員は、同
表の規定にかかわらず、次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 修士課程 専門職学位課

程

教職 実践 開発 専攻 28 

教育 学研究科 学校 教育 支援 専攻 10 

計 10 28 

5 第61条の規定にかかわらず、教育学研究科修士課程学校教育専攻及び教科教育専攻の平成20年
度の収容定員は、次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 収容定員

教育 学研究科 学校教育専攻 8 

教科教育専攻 30 

計 38 

日 第61条の表に定める医学系研究科博士課程の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成20年
度から平成22年度までは、次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 平成20年度 平成21年度 平成22年度

医 学 専 攻 20 40 60 

細胞・器官系専攻 30 20 10 

医学系研究科 生体制御系専攻 36 24 12 

生体防衛機構系専攻 12 8 4 

環 境生 態系 専攻 12 8 4 

計 110 100 90 

7 平成19年度以前に教育学研究科に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第79条第

-49 



2項に規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 平成19年度以前に教育文化学部及び教育学研究科に入学した者の学位に関しては、なお従前の
例による。

附則
この規則は、平成20年12月26日から施行する。

附則
1 この規則は、平成21年 4月 1日から施行する。
2 第 1条の 2の表に定める医学部医学科の入学定員は、平成29年度までのものとし、医学部医学
科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成21年度から平成25年度までは、次のとおりとす
る。

学部・学科 |平成21年度 l平成22年度|平成23年度|平成24年度|平成25年度

医学部・医学科 605 610 615 620 625 

附則
1 この規則は、平成22年 4月 1日から施行する。
2 第 1条の 2の表に定める医学部医学科の入学定員は、平成31年度までのものとし、医学部医学
科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成22年度から平成26年度までは、次のとおりとす
る。

学部・学科 |平成22年度|平成23年度|平成24年度|平成25年度|平成26年度

医学部・医学科 615 625 635 645 655 

3 第 1条の 2の表に定める農学部の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成22年度から平成
24年度までは、次のとおりとする。

学 部 学 科 平成22年度 平成23年度 平成24年度

植物生産環境科学科 50 100 150 

農学部 森林緑地環境科学科 50 100 150 

海洋生物環境学科 30 60 90 

畜産草地科学科 50 100 150 

4 第 1条の 2の規定にかかわらず、農学部食料生産科学科、生物環境科学科及び地域農業システ
ム学科の平成22年度から平成24年度までの収容定員は、次のとおりとする。

学 普E 学 科 平成22年度 平成23年度 平成24年度

食料生産科学 科 180 120 60 

農学部 生物環境科学科 195 130 65 
地域農業システム学科 165 110 55 

5 平成21年度以前に農学部食料生産科学科、生物環境科学科及び地域農業システム学科に入学
した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第18条第 2項に規定にかかわらず、なお従前の
例による。

6 第61条の表に定める医科学看護学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、次のとおり
とする。

研究科名 専 攻 名 平成22年度

医科学看護学 医 科 学 専 攻 15 

研究科 看 護 学 専 攻 10 

7 第61条の表に定める医学獣医学総合研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、次のとお
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りとする。

研究科名 専 攻 名 平成22年度 平成23年度 平成24年度

医学獣医学総合 医学獣医学専攻 23 連日 69 

研究科

8 第61条の規定にかかわらず、医学系研究科修士課程の収容定員は、次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 平成22年度

医学系研究科 医 科 学 専 攻 15 

看 議 学 専 攻 10 
」

9 第61条の規定にかかわらず、医学系研究科博士課程の収容定員は、次のとおりとする。

研究科名 専攻名 平成22年度|平成23年度|平成24年度

医学系研究科|医 学 専 攻 40 40 20 

1 0 平成21年度以前に農学部及び医学系研究科に入学した者の学位に関しては、なお従前の例に
よる。

附 則
この規則は、平成23年4月 1日から施行する。

附 則
1 この規則は、平成24年 4月 1日から施行する。
2 第 1条の 2の表に定める工学部の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成24年度から平

成26年度までは、次のとおりとする。

学部 学 科 平成24年度 平成25年度 平成26年度

環境応用化学科 58 116 174 

工 学 部 社会環境システム工学科 53 106 159 

環境ロボティクス学科 49 98 147 

機械設計システム工学科 54 108 162 

電子 物理 工学 科 53 106 159 

電気システム工学科 49 98 147 

情報システム工学科 228 224 220 

3 第 1条の 2の規定にかかわらず、工学部材料物理工学科、物質環境化学科、電気電子工学科、
土木環境工学科及び機械システム工学科の収容定員は、次のとおりとする。

学部 ぷ寸4ー込 科 平成24年度 平成25年度 平成26年度

材 料物 理工 学科 147 98 49 

物 質環 境化 学科 204 136 68 

工 学部 電 気電 子工 学科 264 176 88 

土木環境工学科 174 116 58 

機械システム工学科 147 98 49 

4 平成23年度以前に工学部材料物理工学科、物質環境化学科、電気電子工学科、土木環境工学
科及び機械システム工学科に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第18条第2項の
規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 第61条の表に定める工学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成24年度は、次
のとおりとする。

研究科名 専攻名 同
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応用物理学専攻 32 

物質環境化学専攻 48 

工学研究科 電気電子工学専攻 63 

土 木環 境工 学専攻 34 
機械システム工学専攻 34 
情報システム工学専攻 37 

6 第61条の表に定める農学工学総合研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成24年
度及び平成25年度は、次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 平成24年度 平成25年度

農学工学総合研 資源環境科学専攻 15 18 

究科 物質・情報工学専攻 21 18 

附則
この規則は、平成24年 5月24日から焔行する。

附則
この規則は、平成25年 4月25日から施行し、平成25年 4月 1日から適用する。

附員Ij
1 この規則は、平成26年4月 1日から施行する。
2 第61条の表に定める教育学研究科学校教育支援専攻の収容定員は、同表の規定にかかわらず、
平成26年度は、次のとおりとする。

研究科名 専攻名 平成26年度

教育学研究科|学校教育支援専攻 18 

3 第61条の表に定める看護学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず平成26年度は、次
のとおりとする。

研究科名 専攻名 平成26年度

看 護 学研究科|看護学専攻 I 10 

4 第61条の規定にかかわらず、医科学看護学研究科医科学専攻及び看護学専攻の収容定員は、
次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名

医科学看護学 医 科 学 専 攻 15 

研究科 看 護 学 専 攻 10 

5 第61条の表に定める農学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成26年度は、次
のとおりとする。

研究科名 | 専 攻 名 |平成26年度

農学研究科|農 学 専 攻 I 68 

6 第61条の規定にかかわらず、農学研究科生物生産科学専攻、地域資源管理科学専攻、森林草
地環境科学専攻、水産科学専攻及び応用生物科学専攻の収容定員は、次のとおりとする。

研究科名 専攻名 巨26&f.1tI 
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生物生 産科 学専 攻 I 16 
地域資源管理科学専攻 I 12 

農学研究科|森林草地環境科学専攻 I 10 

水産科学専攻 I 10 

応用生物科学専攻 I 20 

7 平成25年度以前に農学研究科生物生産科学専攻、地域資源管理科学専攻、森林草地環境科学
専攻、水産科学専攻及び応用生物科学専攻に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後
の第79条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 第61条の表に定める医科学獣医学総合研究科修士課程の収容定員は、同表の規定にかかわら
ず、平成26年度は、次のとおりとする。

研究科名 専 攻 名 平成26年度

医学獣医学総 医科学獣医科学専攻 B 

合研究科

9 平成25年度以前に医科学看護学研究科に入学した者の学位に関しては、なお従前の例による。
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(目的)
第 1条 この規程は、宮崎大学学務規則(以下「規則Jという。)第40条第 2項及び第85条第 3項

の規定により宮崎大学(以下「本学」という。)が授与する学位について、必要な事項を定める。

(学位の種類等)
第2条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び専門職学位とする。
2 学士の学位の専攻分野の名称は、次のとおりとする。

教育学
教 養
医学
看護学
工学
農学
獣医学

3 修士の学位の専攻分野の名称は、次のとおりとする。
教育学
医科学
動物医科学
看護学
工学
農学
水産学

学 術
4 博士の学位の専攻分野の名称は、次のとおりとする。

医学
農学
獣医学
工 学
学術

5 専門職学位は、教職修士(専門職)とする。

(学位の授与要件)
第3条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。
2 修士の学位は、本学大学院の修士課程を修了した者に授与する。
3 博士の学位は、本学大学院の医学獣医学総合研究科博士課程又は農学工学総合研究科博士後期
課程を修了した者に授与する。

4 前項に規定するもののほか、本学大学院の医学獣医学総合研究科博士課程又は農学工学総合研
究科博士後期課程を経ない者であっても、博士論文を提出して学位の授与を申請し、その審査に
合格し、かっ、本学大学院の医学獣医学総合研究科博士課程又は農学工学総合研究科博士後期課
程を修了した者と同等以上の学力を有すると認められた者にも学位を授与することができる。

5 専門職学位は、本学大学院の教育学研究科専門職学位課程を修了した者に授与する。

(学位の申請)
第4条 修士の学位論文は、当該研究科長に提出するものとする。
2 博士の学位授与の申誇は、学位論文顔に論文、論文目録、論文要旨及び履歴書を添え、当該研
究科長に提出するものとする。

3 前条第4項の規定による学位の申請は、学位申請書に論文、論文目録、論文要旨及び履歴書並
びに学位論文審査手数料57，000円を添え、当該研究科長に提出するものとする。

4 本学大学院の医学獣医学総合研究科博士課程及び農学工学総合研究科博士後期課程に所定の期
間在学し、所定の単位を修得し、かっ、必要な研究指導を受けて退学した者が学位を申請すると
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きは、前項の規定を適用する。この場合において、退学したときから 1年を超えないときは、学
位論文審査手数料の納付を免除する。

5 提出した学位論文及び既納の学位論文審査手数料は、返還しない。

(学位論文)
第 5条 提出する修士及び博士の学位論文は、 1編とする。ただし、参考として他の論文を添付す

ることができる。
2 審査のため必要があるときは、論文の訳文又は関係資料を提出させることがある。

(審査の付託)
第 6条 研究科長は、修士及び博士の学位論文を受理したときは、当該研究科委員会にその審査を

付託しなければならない。

(審査)
第 7条 教育学、工学、農学の各研究科委員会は、修士課程の論文審査を付託されたときは、当該

専攻の教授 1名のほか、関連する専門分野の教員(助手を除く。以下同じ。)のうちから 2人以
上の審査委員を選出して、論文の審査及び最終試験を行う。

2 農学工学総合研究科委員会は、論文審査を付託されたときは、主指導教員及び副指導教員を含
む5人以上の教員からなる学位論文審査委員会により、論文の審査並びに最終試験又は試験を行
う。ただし、学位論文審査委員会には、研究指導を担当する資格を有する教員 3人以上を含むも
のとする。

3 前2項の審査には、必要に応じ、他の大学院又は研究所等の教員等を加えることができる。
4 看護学研究科委員会及び医学獣医学総合研究科委員会は、当該学位論文の審査を行うため審査
委員会を設置し、その委員として、当該委員会の構成員の中から 3人を選定する。

5 前項の審査委員は、主査 1人、副査 2人とする。ただし、医学獣医学総合研究科委員会が必要
と認めたときは、当該構成員以外の木学の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を加え
ることができる。

6 審査委員会は、第 3条第 2項及び第 3項の規定によるものについては学位論文の審査及び最終
試験を、第 3条第4項の規定によるものについては学位論文の審査及び学力の確認を行う。

(審査期間)
第8条 修士論文の審査は、提出者の在学期間中に終了するものとする。
2 博士論文の審査は、受理した日から 1年以内に終了するものとする。

(最終試験又は試験)
第 9条 最終試験又は試験は、論文の審査を終えた後、論文を中心として関連ある授業科目につい

て口頭又は筆記により行うものとする。

(学力の確認)
第 10条 第3条第4項に規定する学力の確認は、第4条第 3項及び第4項の規定により申請のあ

った者に対し、学位論文の審査及び試験を終えた後、学位論文に関連のある専門分野及び外国語
について、口頭又は筆記によって行う。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第4項に規定する者のうち退学したときから当該研究科が定
める年限以内に学位を申請する者については、前項の学力の確認を免除することができる。

(審査結果の報告)
第 11条 審査委員は、論文の審査並びに最終試験又は試験及び学力の確認を終了したときは、速

やかにその結果を文書をもって当該研究科委員会に報告しなければならない。

(合否の判定)
第 12条 研究科委員会は、前条の報告に基づいて審議し、修士及び博士の学位を授与すべきか否

かを議決する。
2 前項の議決を行うには、委員(外国出張者及び休職者を除く。)の 3分の 2以上が出席し、か
っ、出席委員の 3分の 2以上の賛成がなければならない。

(判定結果の報告)
第 13条 研究科長は、当該研究科委員会が前条第 1項によって合格と決定した者の氏名、論文審

査の要旨並びに最終試験又は試験の成績を文書をもって速やかに学長に報告しなければならな
し、。
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(学位の授与及び報告)
第 14条 学長は、学士の学位にあっては学部長から報告のあった者について、修士及び博士の学
イ立並びに専門職学位にあっては前条の規定により報告のあった者について、所定の学位記を授与
する。授与できない者には、その旨を本人に通知するものとする。

2 前項前段の規定により博士の学位を授与したときは、学位簿に登録するとともに、学位規則(昭
和28年文部省令第 9号)第12条に定める様式により、文部科学大臣に報告しなければならない。

(学位論文要旨等の公表)
第 15条 博士の学位を授与したときは、授与した日から 3月以内に、その学位論文の内容の要旨

及び学位論文の審査結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

(学位論文の公表)
第 16条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から 1年以内に、当該博

士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与さ
れる前に既に公表したときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事情がある場合に
は、学長の承認を得て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したも
のを公表することができるものとする。この場合において、研究科長は、当該学位論文の全文を
求めに応じて閲覧に供するものとする。

3 前 2項の規定により学位論文を公表する場合には、「宮崎大学審査学位論文」と明記しなけれ
ばならない。

4 博士の学位を授与された者が行う第 1項及び第 2項の規定による公表は、本学の協力を得て、
インターネットの利用により行うものとする。

(学位の名称)
第 17条 学位を授与された者は、その学位の名称を用いるときは、本学名を付記するものとする。

(学位授与の取消し)
第 18条 修士若しくは博士の学位文は専門職学位を授与された者が、不正な方法により学位の授

与を受けた事実が判明したとき、又は学位の名誉を汚す行為があったときは、学長l士、当該研究
科委員会の議を経て学位の授与を取り消し、学位記を返付させ、かつ、その旨を公表するものと
する。

2 研究科委員会が前項の決定をする場合には、第12条第 2項の規定を準用する。

(学位記の様式)
第 19条学位記の様式は、別紙 1から別紙5のとおりとする。

(特定の課題の取扱し、)
第 20条 規則第76条第 1項に規定する特定の課題についての研究の成果に関する取扱いについて

は、この規程に定める修士論文に関する取扱いに準ずるほか、必要に応じて各研究科が別に定め
る。

附 則
この規程は、平成16年4月 1日から施行する。

附 則
この規程は、平成17年4月 1日から施行する。

附則
この規程は、平成19年4月 1日から施行する。

附 則
この規程は、平成20年4月 1日から施行する。

附 則
この規程は、平成22年4月 1日から施行する。

附 則
1 この規穏は、平成22年11月25日から施行する。
2 箇立学校設置法の一部を改正する法律(平成15年法律第29号)附則第 2項の規定により平成15
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年 9月30日に当該大学に在学した者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた宮崎大学
及び宮崎医科大学の学部又は大学院に在学する者(以下「在学者」という。)並びに在学者の属
する年次に編入学等した者については、改正後の第四条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
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1 この規程は、平成25年4月 1日から施行する。

" 

2 改正後の第15条の規定は、この規程の施行の日以降に博士の学位を授与した場合について適用
し、岡目前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。

3 改正後の第16条の規定は、この規程の施行の日以降に博士の学位を授与された者について適用
し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。

附 則
この規程は、平成26年4月 1日から施行する。
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卒業証書・学位記

本籍(都道府県名)

氏 名

生年月日

本学00学部00学科(課程)所定の課程を修めて本学を卒業したことを認め学士

(00)の学位を授与する

平成年月日

宮崎大学00学部長 o 0 0 0 印

宮崎大学長 o0 0 0  印

別紙 2 (第3条第 2項関係)

0修第 号

学 イ立 記

本籍(都道府県名)

氏 名

生年月日

本学大学院00研究科00専攻の修士(博士前期)課程において所定の単位を修得

し学位論文の審査及び最終試験に合格したので修士 (00)の学位を授与する

平成年月日

宮崎大学 印

※第20条に定める特定の課題による学位記については、「学位論文の審査」を「特定の

課題についての研究成果の審査Jと記載する。
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位 A
寸ー イ立 記

本籍(都道府県名)

氏 名

生年月日

本学大学院00研究科00専攻の博士(博士後期)課程において所定の単位を修得

し学位論文の審査及び最終試験に合格したので博士 (00)の学位を授与する

平成年月日

宮崎大学 印

)
-

係一関
且
す

項一4
一

第一条一3

一ι第

第
一
乙

(
一
博

4

一一。
紙一l-

pn 

学 位 記

本籍(都道府県名)

氏 名

生年月日

本学に学位論文を提出し所定の審査及び試験に合格したので博士 (00)の学位を

授与する

平成年月日

宮崎大学 印
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別紙 5 (第 3条第 5項関係)

I 0修(専)第号
山 .

号ー 位 記

本籍(都道府県名)

氏 名

生年月日

本学大学院教育学研究科教職実践開発専攻の専門職学位課程において所定の単位を

修得したので教職修士(専門職)の学位を授与する

平成年月日

宮崎大学 印
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0宮崎大学大学院農学工学総合研究科規程

[平成 1ω岬…9岬年
帝銅制lリl 定

改正平成 20年 9月8日平成 21年 2月 18日
平成 22年 9月6日 平成 22年 9月 24日
平成 23年 2月 16日 平成 26年 11月 21日

(趣旨)
第 1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則及び宮崎大学学務規則の規定に基づき、宮崎

大学大学院農学工学総合研究科(以下「研究科Jという。)に関し必要な事項を定めるものとす
る。

(目的)
第2条 研究科は、自然科学の分野において、専門的かつ学際的な研究・教育を行い、科学・技術

の発展に資するとともに、豊かな学識と高度な研究能力を備えた人材を養成することを目的と
する。

(研究科長)
第 3条研究科に、研究科長を置く。
2 研究科長は、研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科長は、研究科の校務をつかさどる。
4 研究科長に事故があるときは、高rJ研究科長がその職務を代行する。
5 研究科長に欠員が生じたときは、改めて選考を行う。
6 研究科長の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(副研究科長)
第4条研究科に、副研究科長 l人を置く。
2 副研究科長は、研究科の専任の教授をもって充てる。
3 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
4 副研究科長の任期は 2年とし、再任を妨げない。ただし、研究科長の任期の終期を超えること

はできない。
5 副研究科長に欠員が生じたときは、改めて選考を行う。
6 高rJ研究科長の選考に関し必要な事項は、 lllJに定める。

(研究科委員会)
第5条研究科に、研究科委員会を置く。
2 研究科委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、研究科長がlllJに定める。

(専攻及び講座)
第6条研究科の専攻及び講座は、次に掲げるとおりとする。

資源環境科学専攻 環境共生科学講座持続生産科学講座
生物機能応用科学専攻 生命機能科学講座水域生物科学講座
物質・情報工学専攻 新材料エネルギー工学講座生産工学講座

数理情報工学講座
2 前項に掲げるもののほか、研究科の専攻に協力講座を置くことができる。
3 前2項に掲げるもののほか、研究科の専攻に客員の教授及び准教授をもって構成する講座(次
項において「客員講座Jという。)を置くことができる。

4 協力講座及び客員講座に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て研究科長が定める。

(専攻長)
第7条 前条第 l項の専攻に専攻長を置き、当該専攻の専任の教授をもって充てる。
2 専攻長は、当該専攻の業務をつかさどる。
3 専攻長の任期は l年とし、再任を妨げない。ただし、専攻長に欠員が生じた場合の後任者の任
期は、前任者の残任期間とする。
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(入学時期)
第 7条の 2 入学の時期は、学期の始めとする。

(入学)
第8条 入学志願者は、指定の期日までに入学願書に所定の書類及び検定料を添えて学長に提出し

なければならない。

第 9条 入学志願者の選考は、志願する専攻を修めるために必要な学力及び能力について行う。
2 前項の選考について、入学試験実施方法についての申合せ、入学試験実施要領等については別

に定める。

第 10条 合格者は、指定の期日までに、所定の書類に入学料を添えて入学手続をしなければなら
ない。

(転入学、転専攻及び転教育コース)
第 11条 学務規則第 69条第 2項の規定により本研究科に転入学を志望する者には、研究科委員

会の議を経て許可することができる。
2 本研究科学生で転専攻又は転教育コースを志望する者には、研究科委員会の議を経て許可する

ことができる。

(授業、研究指導及び学習方法)
第 12条授業科目及び単位数は、lJlJに定める。

第 13条 学生の授業科目履修、研究及び学位論文に対する指導を行うため、学生ごとに指導教員
を置く。

2 指導教員は、主指導教員 1名及び 2名以上の副指導教員とする。主指導教員は研究指導を担当
する資格を有する教授又は准教授とし、副指導教員は研究指導又は研究指導の補助を担当する
資格を有する教員とする。なお、研究指導の補助者として他の教員を加えることができる。

3 指導教員は、研究科委員会において定める。

第 14条 学生は、研究題目及び履修科目を、学年初めに指導教員の指導に従って選定し、担当す
る教員の承諾を得て研究科長に届け出なければならない。

第 15条 学生は、所属専攻に係る授業科目について 12単位以上を修得しなければならない。
2 学生は、指導教員が教育上必要があると認、めるときは、研究科の他の専攻又は本学の他研究科
の授業科目を履修し、かっ、必要な研究を行うことができる。

3 学生は、指導教員が教育上必要があると認めるときは、他大学の大学院及び外国の大学院の授
業科目を履修し、又は他大学の大学院・研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。)におい
て必要な研究を行うことができる。

(教育方法の特例)
第 16条 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期におい

て、授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
2 前項の対象となる学生は、社会人に対する特別選抜を経て入学した者とする。

(試験及び単位の認定)
第 17条 試験は、毎学期末において授業担当教員が行う。ただし、特別な事情のある場合には、

学期の途中において行うことができる。なお、授業担当教員に退職又は事故あるときは、研究
科委員会が指名した他の教員が行う。

第 18条 単位認定は、試験又は研究報告等により授業担当教員が行う。
2 第 15条第 2項及び第 3項により修得した単位を本研究科において修得したものとみなす場合
の認定は、研究科委員会が行う。

3 転入学前及び再入学前に大学院で履修した科目単位数及び在学年数は、研究科委員会の議を経
て算入することができる。

4 履修科目の成績は、それぞれ 100点満点で 60点以上を合格とし、所定の単位を与え、 60点未
満を不合格とし、単位を与えない。

5 前項の成績を発表する必要がある場合は、下記の評語と評点によるものとする。
秀:評点 90点以上(到達目標を特に優秀な水準で達成している。)
優:評点 80~89 点(到達目標を優秀な水準で達成している。)
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良:評点 70~79 点(到達目標を良好に達成している。)
可:評点 60~69 点(到達目標を達成している。)
不可目評点 60点未満(到達目標を達成していない。)

(成績に関する申し立て)
第 19条 成績評価を受けた者は、合否発表後 1週間以内に授業担当教員に答案等の閲覧を請求す

ることができる。また、成績評価に異議がある場合には、原則として学期末までに授業担当教
員に申し立てをすることができる。

(学位論文の審査及び課程修了の認定等)
第 20条 学位論文を提出することができるのは、 3年次後半の学期以降である。ただし、優れた

研究業績を上げた者については、修士課程の在学期間を含めて 3年目後半の学期以降に提出す
ることができる。

2 前項の規定にかかわらず、入学資格に関して修士の学位を有する者と同等以上の学力があると
認められて入学した者であって、かっ、優れた研究業績を上げた者については、 1年次後半の
学期以降に学位論文を提出することができる。

3 学位の審査を受けようとする者は、指定した期日までに、所定の申請書類とともに学位請求論
文を研究科長に提出しなければならない。

第 21条 研究科委員会は、論文審査を付託されたときは、主指導教員及び副指導員を含む5名以
上の教員からなる学位論文審査委員会により、論文の審査及び最終試験を行う。ただし、学位
論文審査委員会には、研究指導を担当する資格を有する教員 3名以上を含み、主査は研究指導
を担当する資格を有する教官とする。

2 前項の審査には、必要に応じ他大学院若しくは研究所等の教員等を加えることができる。

第 22条 最終試験は、第 15条に定める履修方法により、所定の単位を修得し、学位論文を提出
したものについて行う。

2 最終試験は、審査した学位論文及びこれに関連する科目について筆記又は口述試験によって行
つ。

3 最終試験は、学位論文を審査した教員が行う。ただし、その教員に退職又は事故あるときは研
究科委員会が指名した他の教員が行う。

第 23条 研究科委員会が特に必要と認めた場合は、追審査及び追試験を行うことがある。
2 追審査及び追試験の実施は、研究科委員会において適宜定める。

(休学、退学、除籍、復学及び再入学)
第 24条 休学、退学、除籍、復学及び再入学については、宮崎大学学務規則の定めるところによ

る。
2 復学は、研究科委員会で承認の上、研究科長が許可する。
3 再入学の選考は、研究科委員会で行う。

(研究生、科目等履修生、特別聴講学生、外国人留学生及び特別研究学生)
第25条 研究生として入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 博士の学位を有する者
(2) 前号と同等以上の研究能力及び学力があると研究科が認めた者

第26条 研究生として入学を志願する者は、研究期間及び研究題目を記載した願書に履歴書、身
体検査書及び検定料を添え、学長に提出しなければならない。

第27条 前条の志願者については、研究科委員会において学力及び能力を検査の上選考する。

第 28条 研究生として許可された者は、指定の期日までに入学料を納付し、入学手続きをしなけ
ればならない。

第 29条研究生の在学期間は、原則として当該年度 1年以内とする。ただし、引き続き在学
を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。

第 29条の 2 科目等履修生として入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者
とする。

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
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(2) 前号と同等以上の学力があると研究科が認めた者

第 30条 宮崎大学学務規則第 88条に定める特別聴講学生については、第 27条から第 29条まで
を準用する。

第 31条 外国人で研究科の学生、研究生等として入学を志願する者については、前条までの規定
によるほか、宮崎大学外国人留学生規程により取り扱う。

第 32条 他の大学院又は外国の大学院の学生で、本研究科で研究指導を受けることを志願する者
があるときは、当該大学院との協議に基づき、特別研究学生として受入れることがある。

(懲戒)
第 33条 研究科長は、研究科学生が学務規則第 86条の規定による懲戒の対象に該当すると認め

るときは、研究科委員会の議を経て学長に申し出るものとする。

(事務)
第 34条 研究科に係る事務については、工学部教務・学生支援係(農学工学総合研究科担当)

の事務部において処理する。

附則
1 この規程は、平成 19年 4月 1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する研究科長は、第 3条第 2項の規定にかかわらず、農学部長と

し、その任期は、第 3条第4項の規定にかかわらず、平成 19年 9月 30日までとする。

附則
この規程は、平成 20年 9月 8日から施行し、平成 19年4月 1日から適用する。

附則
この規程は、平成 21年 2月 18日から施行する。

附則
この規程は、平成 22年 9月 6日から施行する。

附貝IJ

この規程は、平成 22年 10月 1日から施行する。

附則
この規程は、平成 23年 2月 16日から施行する。

附則
1 この規程は、平成 27年4月 1日から施行する。
2 この規程施行の日に現に研究科長若しくは副研究科長である者の任期については、平成 27年

9月 30日までとする。
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4.学位授与に関する取扱要領

4-1宮崎大学大学院農学工学総合研究科博士後期課程における課程修了による学位授与

に関する取扱要領

(趣旨)

[平成時4月1日 ] 
制 定

改正平成21年2月18日平成22年 9月6日

平成23年2月16日平成23年 9月5日

平成24年 2月22日

第1条 宮崎大学大学院農学工学総合研究科博士後期課程における課程修了による学位授与に関する

取扱いについては、宮崎大学学位規程(平成 16年4月1日制定。以下「学位規程」という。)及

び宮崎大学大学院農学工学総合研究科規程(平成 19年4月1日制定。以下「研究科規程」という。)

に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(学位論文の提出)

第2条 学位規程第3条第 3項の規定により学位の授与を受けようとする者は、次の各号に掲げる書

類を研究科長に提出するものとする。

(1) 学位申請書(別紙様式 1) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部

(2)学位論文(注 1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5部

(3) 学位論文の要旨(別紙様式3) ・・・・・・・・・・・・・・ 5部

(4) 論文目録(別紙様式4) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5部

(5) 履歴書(7.lIJ紙様式5) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5部

(6) 論文共著者の承諾書(別紙様式6) (注 2) ・・・・・・・・ 5部

(7) 参考論文(注 3) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各 5部

(注 1)学位論文が認められるまでは、正確には「学位申請論文」であるが、以下の文言では慣

例に従い、 「学位論文」と記述する。学位論文は日本語又は英語で書くこととし、英語で書

かれたものは題自に日本語を併記すること。

(注2)外国人との連名の場合は、問機な内容の文書(原則として英語)があればよい。正本1部、

残り 4部はコピーでよい。

(注3)参考論文は論文別刷り又はその複写を冊子とし、表紙には学位論文題目、申請者氏名な

どを記載する。冊子は簡易な形式でよい。

2 前項に掲げる書類の提出期間は、次のとおりとする。

(1) 3月に学位の授与を受けようとする者は、前年 12月の所定の期間とする。

(2) 9月に学位の授与を受けようとする者は、同年 5月の所定の期間とする。

(学位論文審査委員会)

第3条 学位規程第7条第2項及び研究科規程第21条第1項に規定する学位論文審査委員会(以下「審

査委員会」という)は、次のとおりとする。

(1) 主指導教員

(2) 副指導教員を含む4人以上の教員

2 前項第2号の教員は、専任又は兼担の教授又は准教授とする。

3 審査委員会には、研究指導を担当する資格を有する教員 3人以上を含み、この中から 1人を互選

により主査とする。また、 1人は主指導教員と同ーの講座から選出するものとする。
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4 前項の規定にかかわらず、第1項第2号の審査委員として、他大学院若しくは研究所等の教員を

加えることができる。

5 第1項第2号の審査委員の選出は、学位の授与を受けようとする者が属する専攻の申請に基づき

研究科委員会で行う。

(学位論文公聴会)

第4条 審査委員会は、学位論文審査の一環として、学位論文の公聴会を開催しなければならない。

2 公聴会の日程等は、開催日の 1週間前までに公示するものとする。

(試験の通知)

第5条 審査委員会は、学位規程第9条に規定する試験の内容、方法及び日程等を定め、これを実施

日の 1週間前までに学位を申請した者に通知するものとする。

(学位論文の審査結果及び最終試験結果の報告)

第6条 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験が終了したときは、論文審査結果の要旨(別紙

様式 7)並びに学位論文審査結果及び最終試験結果報告書(別紙様式8) を研究科長に提出するも

のとする。

(雑員IJ)

第7条 この要領に定めるもののほか、学位の授与に関する事項は、研究科委員会において定める。

附則

この取扱要領は、平成19年4月 1日から実施する。

附則

この取扱要領は、平成21年 2月18日から実施する。

附則

この取扱要領は、平成22年9月 6日から実施する。

附則

この取扱要領は、平成23年 2月16日から実施する。

附則

この取扱要領は、平成23年 9月5日から実施する。

附則

この取扱要領は、平成24年 2月22日から実施する。
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4-2宮崎大学大学院農学工学総合研究科博士後期課程における論文提出による学位授与

に関する取扱要領

[平成 21年 2月旧]
制定

改正平成22年 9月6日平成23年 2月16日

平成23年 9月 5日 平成24年 2月22日

平成25年 2月21日

(趣旨)

第 1条 宮崎大学大学院農学工学総合研究科博士後期課程における論文提出による学位授与に関する

取扱いについては、宮崎大学学位規程(平成 16年4月 1日制定。以下「学位規程」という。)及

び宮崎大学大学院農学工学総合研究科規程(平成 19年4月 1日制定。以下「研究科規程」という。)

に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(学位論文提出の資格)

第2条 学位規程第3条第4項の規定により学位の授与を申請することのできる者は、次の各号のい

ずれかに該当する者とする。

(1)本研究科博士後期課程において、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かっ、必要な研究

指導を受けて退学した者

(2)大学院の博士前期課程又は修士課程を修了した後、 4年以上の研究歴を有する者

(3)大学を卒業した後、 7年以上の研究歴を有する者

(4) その他研究科委員会において資格があると認めた者

2 前項第2号及び第3号にいう研究歴とは、次に掲げるものとする。

(1)大学の専任教員として研究に従事した期間

(2)大学の研究生として研究に従事した期間

(3)大学院の学生として在学した期間

(4)官公庁、会社等において研究に従事した期間

(5)その他研究科委員会において前各号と同等以上と認めた期間

(学位論文の提出)

第3条 学位規程第3条第4項の規定により学位の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類等を

研究科長に提出するものとする。

(1)学位申請書(別紙様式 2)

(2)学位論文(注 1) 

(3)学位論文の要旨(別紙様式 3)

(4)論文目録(別紙様式4)

(5)履歴書(別紙様式 5)

(6)研究歴に関する証明書 ・・・
(7)最終出身大学(院)の卒業(修了)証明書又は単位修得退学証明書

(8)論文共著者の承諾書(別紙様式6) (注 2)

(9)参考論文(注 3)

(10)学位論文審査手数料

(注 1)学位論文が認められるまでは、正確には「学位申請論文」であるが、以下の文言では慣

例に従い、 「学位論文」と記述する。学位論文は日本語又は英語で書くこととし、英語で書

かれたものは題目に日本語を併記すること。

(注2)外国人との連名の場合は、同様な内容の文書(原則として英語)があればよい。正本 1部、

残り 4部はコピーでよい。

部

部

部

部

部

部

部

部

部

噌

i
F
O
F
D
F
D

戸

D

民
U
R
υ

に
U
R
U

・
各
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(注 3)参考論文は論文別刷り又はその複写を冊子とし、表紙には学位論文題目、申請者氏名な

どを記載する。冊子は簡易な形式でよい。

2 前項に掲げる書類の提出期間は、次のとおりとする。

(1) 3月に学位の授与を受けようとする者は、前年8月の所定の期間とする。

(2) 9月に学位の授与を受けようとする者は、同年2月の所定の期間とする。

(学位論文審査委員会)

第4条学位規程第 7条第2項及び研究科規程第21条第 1項に規定する学位論文審査委員会(以下「審

査委員会」という。)は、学位論文の内容及び専攻科目に関連する分野の教員 5人以上とする。

2 前項の教員は、専任又は兼担の教授又は准教授とする。

3 審査委員会には、研究指導を担当する資格を有する教員 3人以上を含み、この中から 1人を互選

により主査とする。

4 前項の規定にかかわらず、第 1項の審査委員として、他大学院若しくは研究所等の教員等を加え

ることができる。

5 第 1項の審査委員の選出は、学位論文の内容に関連する専攻の申請に基づき研究科委員会で行う。

(学位論文公聴会)

第 5条 審査委員会は、学位論文審査の一環として、学位論文の公聴会を開催しなければならない。

2 公聴会の日程等は、開催日の 1週間前までに公示するものとする。

(試験の通知)

第 6条 審査委員会は、学位規程第 9条に規定する試験の内容、方法及び日程等を定め、これを実施

日の 1週間前までに学位を申請した者に通知するものとする。

(学力の確認の通知等)

第 7条 審査委員会は、学位規程第 10条に規定する学力の確認の内容、方法及び期日等を定め、これ

を実施日の 1週間前までに学位を申請した者に通知するものとする。

2 学力試験の内容は学位論文に関連ある専門分野及び外国語とし、外国語については、 1種類を課

すものとする。ただし、外国人については、母国語を除くものとする。

3 第 1項の規定にかかわらず、第2条第 1項第 1号に規定する者のうち、退学したときから 3年以

内の者について学力の確認の試験を免除する。

(学位論文の審査及び試験等の結果の報告)

第8条 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験等が終了したときは、論文審査結果の要旨(別

紙様式7)並びに学位論文審査及び最終試験結果報告書(別紙様式 8) を研究科長に提出するも

のとする。また、学位規程第 10条に規定する学力の確認を行い、学力の確認、結果報告書(別紙様式

9) を作成し研究科長に提出するものとする。

(雑則)

第 9条 この要領に定めるもののほか、学位の授与に関する事項は、研究科委員会において定める。

附則

この取扱要領は、平成 22年 4月 1日から実施する。

附則

この取扱要領は、平成22年 9月6日から実施する。

同∞



附則

この取扱要領は、平成23年 2月16日から実施する。

附則

この取扱要領は、平成23年 9月5日から実施する。

附則

この取扱要領は、平成24年2月22日から実施する。

附 則

この取扱要領は、平成25年 2月21日から実施する。
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4-3別紙様式

別紙様式 1 (宮崎大学学位規程第 3条第 3項関係)

宮崎大学大判完農学工学総合研究科長殿

平成年月日

宮崎大学大学院農学工学総合研究科

博士後期課程

平成 年度( 月)入学

専攻

氏名 印

学位申請書

このたび、博士(農学、工学、学柿)の学位の授与を受けたく、宮崎大学学位規程第4条第2項の規

定に基づき、学{立論文、学儲命文の要旨、論文目録、履歴書、論文共著者の承諾書及。育参考論文の綴、

各5部を提出しますので、審査くださるようお願い申し上げま吹己
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別紙様式2 (宮崎大学学位規程第3条第4項関係)

宮崎大学大判完農学工学総合研済刑長殿

所属

氏名

学位 申 請 書

平成年月日

印

このたび、博士(農学、工学、勃防の明立の授与を受けたく、宮崎大学学出耀第4条第3項の規

定に基づき、学位論文，学位論文の要旨，論文目紙履歴書，研究歴に関する証明書、最終出身大学。却

の卒業(修了)証明書又は単位修得退学証明書、論文共著者の承諾書及。参考論文の綴各5部を提出し

ますので、審査くださるようお願し申し上げます。
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矧L紙様式3

フリガナ
氏名

専攻
入学年度

学位論文
題目

学位論文の要旨

宮崎大学大朝涜段学工学総合砂移捌博士後期課程

専攻
明或 年度( 月)入学

[論文の要旨] 僚はの場合1，2∞判盟、突文0場合800言曜劇

FP 

(注1) 論文縛士の場合は、 噂攻、入学年度]の欄には審査を受ける専攻を記入すること。
性 2) フォントは和文の場合、 10.5ポイントの明朝系、英文の場合12ポイントのtimes系とする。
(注3) 学位論文題目が外国語の場合は日持吾を惰己すること。
(注4) 和文又は英文とする。
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jjl服属議式4
論文目録

フリガナ
氏 名 i"P 

入専学年攻度
宮崎入学人消完農学工学総合坊開制導士後期開呈

専攻
弔戎 年度( 月)入学

学位論文
題 目

【参考論文】

2. 

[そ叫也の論文】

1軍吉
[学会等における口頭発表論文簿】

1皆
(注1)論文博士の場合は、 「専攻、入学年度Jの欄には審査を受ける専攻名器己入すること。
(注2)制立論文題目が外国語の場合土日本語を併記すること。
(注3)参考論文は、 「宮崎犬大潮涜農工学総合研婿ヰ博士後期課程における研摺旨議履修方法

及て躍了要件に関する申合せ」の (5)判論文誌の劃牛に従う。
(注4)参考論文の題目、著者名の諸問廟紋の表記こ従う。(印刷中の場合は提載誌の書拘2わかる頁を

複写し添付する。)
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別紙様式5
履歴書

フリガナ 本籍
生年月日 00県

氏 名 短時)

現住所 T 

Aザy..ム 歴伏学本以降本棚瀬~入学までの学濯を記入〉

年 月 事 項

宮崎大学00学部00学科卒業

宮崎大学大学院00研究科修士課程00専攻入学

宮崎大学大学院00研究科修士課程00専攻修了

宮崎大学大学院農学工学総合研究科博士後期課程00専攻入学

1裁 歴

年 月 事 項

研 究 歴

年 月 事 項

例)

0年O月から 000に関する研究 ※農学工学総合研究科在学期間の研究は除く

学会及。性会における活動

年 月 事

例)

0年O月から 00学会会員(現在に至る)

賞

年 月 事

以上のとおり相瞳ありません。

平成年月日

氏名

罰

(注目外国L人留学生の場合、本籍の欄は国名を書く。
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別紙様式6

宮崎大判帯完農学工学総合砂開4長殿

学位申請に係わる参考論文使用承諾書

このたび、 0000 (申請者氏名) の学位申請に当たり、下記の学傭命文を学儲命文の参考論文
として使用することを承諾し、たしま 。

学位申請者氏名

所属専攻 宮崎入学大朝完鮮工学総合報開ヰ博士後期預呈

専攻

入学年度 平成 年度( 月)入学

学白夜文題目

参考論文題目等
題 目

著 者

判可官民指春名

:額月

承諾者氏 名

所属等

所在地 T 

(現住 開

電 言百

承諾年月日 年 月 日

(注 1)承諾者は現在の勤務先の部署・課、所在地および電話番号を記入する。
(注 2)承諾者が退職者の場合は、現住所および電話番号を記入する。

印

(注3)共著者が外国人の場合は同様の内容が証明される文書で代えることができる。
(注4)学位論文題目が外国語の場合は日本語を併記すること。
(注 5)共著者の内、申請時の主指導教員並びに副指導教員は本承諾書の提出を免除することが

できる。
(注 6)参考論文の題目、著者名の表記は原論文の表記に従う。(印刷中の場合は掲載誌の書式がわかる頁を

複写し添付する。)

-75ー



jJl民側議式7

3f;成年月日

論文審査結果の要旨

専 攻 専攻
氏名

入学年度 哨或 年度( 月)入学

論文題目

審透委員 1腕及び氏名 主査

副査

副査

副査

副査

審査結果の要旨 (800字以内)

(注1)論文題目が外国語の場合は日:特世情己すること。
(注2)最後に下公聴会での発表およv漬駒正答も適切であり、本審査委員会は論文審査および最終試験に合格

したと判定する」という文言を統一して記載すること。
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別

平成年月日

宮崎大戦端農学工学総合巧開ヰ長殿

学(歯車文審画音果及び最終誤験結果報告書

下記のとおり審査及。繍姉果を報告致します。

明立申請者氏名、芳需主論文題目

明立申誇者

所属専攻 専攻

入学年度 弔;Jt 明支( 月)入学

論文題目

論文畠企汲び最終獄験の難

審室半月日 論完結 弔戎 年 月 日~

明或 年 月 日

最終訴験 弔或 年 月 日

自紋各企主主び最終献験坊操

論交誼 合格 不合格

最終獣験 合格 不合格

審査委員月齢及。氏名 主査 印

副査 F~ 

副査 印

副査 印

副査 印

(出論文題目が外国語¢場合は日本語を併記すること。
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刻版様式9 備文博士用)

平成年月日

宮崎犬学大戦農学工学総合研矧長殿

学力の確認結果薄暗書

下記のとおり、学位申請者の学力の確認結果を報告し、たしませ九

明立申輔氏名、 E府民論摘目

明立斡輯

所属専攻 専攻

論文題目

実指年月日

実権年月日{ 弔戎 年 月 日~

(2巨以と実施した場合にl士すぺて按配する)

実般溶

時1力の確認]
学力¢様量!i!f土以下のとおりである。

1.帯可に関する学力句者認、

2.外医語

以とのようにさ闘の確認を行っ掛楳本審査委員会方式申請は竹蛸坊を宥ずるものと半陀する。

審査委員 1齢及。ま危 主査 Fn 
副査 Fn 
高IJ 査 Fn 
高IJ 査 Fn 
高IJ 査 印
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(課程博士用)

平成年月日

宮崎大学大判完農学工学総合研矧ヰ長殿

宮崎大学大判完農学工学総合研究科

博士後期課程

平成 年度(月)入学

専攻

氏名 印

学位論文題目変更願

審査品程で審査委員より論文題目η変更を提案されましたので，下記のとおり変更をお願いしま士一

記

旧論文題目:

新論文題目.
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(論文博士用)

宮崎大学大判完農学工学総合研粥鴇殿

所属

氏名

学位論文題目変更願

平成年月日

I=P 

審査臨で審査委員より論文題目の変更を提案されましたので，下言己のとおり変更をお眠、しま七

記

旧論文題目・

新論文題目:
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5.宮崎大獄謂完農学ヨコ学総合研帯ヰ博士後期課程における学位論文の側要領

平成19年4月1日制定農学工学総合研演粥委員会承認
平成1年2月5日改正農学工特念合研粥ヰ運営委員会承認
平成3年9月21日改正農学工特意合研瀞陣営委員会承認
平成25年4月19日改正農学工学希意合研済耕運営委員会承認

本研謂ヰにおいて学位を申請しようとするものは、この論文作成要領により、樹首命文を作

段すること。

1.用いる言語

日本語又は英語とする。

2.学位申昔前寺に提出する論文

(1)用紙の大きさは、A4版で、横書きとすること。

(2)学位論文の表紙には、論文題臣、学位授与年月、所属(専攻名まで)、氏名を

記載すること。
(3)学位論文は仮綴じでも良い。

3.学位論文の提出

(1)学位論文は、PDF形式'C'CD-Rに収めて、学位記の授与前までにl部を提出すること。

(2)学位論文を提出する際には、 「宮崎大学判手↑静Rリポジトリ登備特容書Jを提出

すること。

4.インターネット上に公開できないやむを得ない事情がある場合は、上記3.(1) ~(2) 
とあわせて、インターネットを利用した公表が不可能である場合の理白書(宮崎大

学学術情報リポジトリ登録帯番劃I排ぬと学位論文の要旨を提出すること。

附則

この取扱要領は、平成19年4月1日から実施する。

附則

この取扱要領は、平成22年4月1日から実施する。

附則

この取扱要領は、平成25年4月1日から実施する。

。。



平成25年 8月21日

6.農学工学総合研究科博士後期課程 学位論文のインターネットによる全文公開について

農学工学総合研究科 運営委員会

学位規則の一部改正が平成 25年 4月 1日から施行されだことに伴い、博士論文の全文を

これまでの臼刷物としての公表に代えてインターネットの利用により公表を行うこととなり、

本学では学術情報リポジトリにて公開することになりまし定。そこで、学位論文作成に伴う

著作権上の具体的な注意点について、研究科として以下の方針を取ることにします。

(1 )研究科の学位論文について、学術雑誌に掲載された参考論文をはじめとする関係論文を

まとめた形で作成しているのであれば、その学位論文は別の新しい著作物と見ることが

できるため、執筆者〈学生〉の承諾が得られればインターネットに公開できる。

(2)しかレ、学位論文に、学位申請に係る参考論文の部分的な転載を行なう場合には、下記

の理由により執筆者が著作権について注意を払う必要がある。

(3)学位論文を本学のリポジトリヘ登録する際には、当該学術コンテンツの全著作権者(出

版社等〉、および全共著者についてもそれらの同意を得ておく!Q)¥要がある。

(4)なお、他者の論文を引用する揚合については、学術論文を執筆投稿する場合と同様に、

通常の著作権法上の注意を払うこと。

(5)以上のことについては、指導教員が教育の一環として学生ヘ指導する必要がある。

上記(2)の理由

参考

学術雑誌に掲載された参者論文を、どの程度学位論文に利用しているかは、学位論文

の執筆者(学生〉によって様々と考えられる。たとえば、章全部をそのまま転載して

いるのか、全部ではないがかなりの部分を引用しているのか、また、表現が同じなの

か、語尾などを変えているのか、それともまとめているのか等、結載、引用、参考の

程度を把握しているのは学位論文の執筆者(学生〉本人であるため、出版社・学会等

への著作権に関する対応は、執筆者〈学生〉が指導教員の指導のもとで行うものとす

る。

博士論文の公開について(図書館ホームページ〉

b_UQJ/www.lib.mivazaki-u.ac目io/aboutus/rioo/rioodoctor

リポジトリとして登録する揚合は上記 URLにある登録許諾書が必要になります。
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平成年月日

宮崎大学長殿

7. 宮崎大学学術情報リポジトリ登録許諾書

所属

氏名 盟

私は、当該博士論文を、「宮崎大学学術情報リポジトリ運用指針」が定める利用条件のもとで利用する

ことを許諾し、宮崎大学学術情報リポジトリへ登録します。また、このことについて当骸学術コンテン

ツの全著作権者および全共著者に同意を得ています。

種類 博士論文

$1イトJレ

著者名

雑誌タイトル

掲載雑誌
巻号 巻 号 年出版)

(注1)

出版社・学会等

雑誌タイトル

掲載雑誌
巻号 巻 号 年出版)

(注1)

出版社・学会等

データ形式(注2) 口AdobeAcrobatを使って PDF化しています。※必ずチェックしてください。

即時公表の可否 口可
(注 3) 口不可(]Jlj紙理由書も提出してください)

(注1)学位論文に転載している論文を記入してください。 3編以上ある場合、械式は問いませんので各

論文について上記内容を明記したものを提出してください。
(注 2)望ましいフォーマットは rpDF/A(ISO-19005)Jです。作成方法は以下サイトをご覧ください。

http目//helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/cpsid_91992.html
(注 3)即時公表とは、学位授与日から一年以内にインターネットを利用して全文を公表することです。

【利用条件】 (r宮崎大学学術情報リポジトリ運用指針」を抜粋)

附属図書館は以下の方法により、リポジトリに登録された学術コンテンツを恒久的に利用できるよう
にする。

(1 )学術コンテンツを複製し、リポジトリを構築するサーバに格納する
(2) (1)の複製物は、ネットワークを通じて不特定多数に無償で公開(送信)する

(3) 利用・保存のために必要な複製・媒体変換を行う

附属図書館は、リポジトリに登録された学術コンテンツの利用については、以下のことを遵守する。
(1 )上記に挙げた利用方法以外による利用は行わない

(2)ネットワークを通じて学術コンテンツを利用する者に対し、著作権j去を遵守するよう下記の内容
を周知する

「学術コンテンツの利用にあたっては、原則として著作権者に許諾を得なければならないが、私的使

用目的での複製や引用等、著作権法で定める権利制限規定の範囲内の利用については、著作権者に許諾
を得る必要はない」
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巴里ゴ
平成年月日

インターネットを利用した公表が不可能である場合の理由書

宮崎大学長殿

所属

氏名 ~I 

私は、宮崎大学学位規程第 16条第2項の規程に基づき、以下の理由のため博士の学位の授与に係る論

文の全文に代えてその内容を要約したものを公表いたします。

全文を公表できない理由

公表可能になる日付(指定の期間を経過後に全文の公開が可能となる場合に記入)

全文に代える要旨(要旨の PDFデータを全文と伴に CD-R等で提出することを推奨)
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